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武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察

六
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六
〇
）

武
漢
政
府
に
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民
党
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の
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武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派

国
民
党
三
中
全
会
前
の
党
権
間
題

国
民
党
三
中
全
会
に
お
け
る
党
権
問
題

涯
精
衛
と
郡
演
達

結
語

一
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派

　
本
稿
で
扱
う
武
漢
政
府
の
時
期
と
は
、
武
漢
政
府
の
樹
立
を
準
備
す
べ
く
、
一
九
二
六
年
一
二
月
一
三
目
に
武
漢
に
召
集
さ
れ
た
「
中
国
国
民

党
中
央
執
行
委
員
聾
国
民
政
府
委
員
臨
時
聯
席
会
議
」
（
以
下
、
臨
時
聯
席
会
議
と
略
称
）
よ
り
、
国
民
党
左
派
分
子
が
国
共
協
力
関
係
を
破
棄
す
べ

く
、
一
九
二
七
年
七
月
一
五
日
に
武
漢
で
開
催
し
た
「
分
共
会
議
」
ま
で
の
期
間
を
意
味
す
る
．

　
私
は
す
で
に
、
国
民
党
二
全
大
会
前
後
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
最
高
指
導
老
と
し
て
の
涯
精
衛
の
立
場
に
つ
い
て
論
ず
る
機
会
を
得
た
の



（
1
）で

、
こ
こ
で
は
本
稿
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
要
点
を
再
現
す
る
．
一
九
二
六
年
一
月
に
広
州
で
開
催
さ
れ
た
国
民
党
二
全
大
会
に
お
け

る
注
精
衛
の
指
導
的
地
位
は
、
一
方
で
は
、
軍
事
力
を
掌
握
す
る
蒋
介
石
の
支
持
と
、
他
方
で
は
、
大
衆
組
織
を
掌
握
す
る
中
共
の
支
持
と
に
依

存
す
る
も
の
で
あ
つ
た
．
こ
の
こ
と
は
、
逆
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
党
内
で
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
注
精
衛
が
、
党
の
政
策
を
執
行
す
る
た
め
の
党

の
権
力
の
実
力
的
基
盤
を
欠
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
三
月
の
中
山
艦
事
件
に
お
け
る
蒋
介
石
と
中
共
と
の
対
立
の
表
面
化
は
、
注
精
衛
の

依
存
す
べ
き
勢
力
の
分
裂
、
そ
れ
に
つ
れ
て
、
彼
自
身
の
政
治
的
失
脚
を
も
た
ら
し
た
．
こ
の
注
精
衛
の
政
治
的
立
場
を
支
え
た
イ
デ
オ
・
ギ
ー

的
基
礎
は
、
大
衆
運
動
の
「
統
合
者
」
の
そ
れ
で
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
注
精
衛
は
、
労
働
者
・
農
民
階
級
を
中
心
と
す
る
大
衆
の
政
治
参
加
の

必
要
性
と
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
反
帝
国
主
義
闘
争
に
お
け
る
労
働
者
も
し
く
は
農
民
の
指
導
性
を
認
め
な
か
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

は
、
反
帝
国
主
義
的
で
あ
る
限
り
、
い
か
な
る
社
会
集
団
を
も
そ
こ
に
は
平
等
に
許
容
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
党
が
あ
ら
ゆ
る
社
会

集
団
の
な
か
に
組
織
的
基
盤
を
も
つ
か
、
も
し
く
は
、
い
か
な
る
社
会
集
団
の
な
か
に
も
組
織
的
基
盤
を
も
た
な
い
か
の
二
つ
の
可
能
性
を
意
味

し
た
。
注
精
衛
は
、
蒋
介
石
の
軍
事
力
と
中
共
の
指
導
下
に
あ
る
労
農
組
織
の
力
に
依
存
し
、
自
ら
は
、
軍
・
労
農
大
衆
の
な
か
に
組
織
的
基
盤

を
開
拓
・
確
保
す
る
行
動
に
は
出
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
注
精
衛
が
革
命
運
動
に
対
す
る
指
導
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
軍
と

大
衆
組
織
を
動
員
し
う
る
党
の
権
力
を
確
立
し
て
お
く
必
要
が
あ
つ
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
権
力
の
実
力
的
基
盤
と
し
て
の
軍
と
大
衆
組
織
を
直

接
掌
握
し
て
い
な
か
つ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
を
掌
握
し
て
い
る
蒋
介
石
と
中
共
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
国
民
党
二
全

大
会
前
後
に
お
け
る
狂
精
衛
の
こ
の
立
場
は
、
彼
個
人
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
国
民
党
左
派
分
子
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
、
そ
の
立
場
の
性
格
は
、
基
本
的
に
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
武
漢
政
府
時
期
に
も
ち
こ
さ
れ
た
。
本
稿
で
扱
う
党
権
の
問
題
と
は
、

以
上
に
述
べ
た
国
民
党
左
派
の
性
格
を
前
提
と
し
て
、
武
漢
の
政
府
・
党
組
織
の
中
枢
に
あ
つ
た
国
民
党
左
派
集
団
が
、
党
の
政
策
の
執
行
に
必

要
な
党
の
権
力
を
い
か
に
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
こ
そ
、
権
力
の
実
力
的
基
盤
を
欠
く
国
民
党
左
派
が
、

革
命
運
動
に
お
け
る
指
導
権
を
確
保
L
て
い
く
た
め
に
最
も
緊
要
な
こ
と
で
あ
つ
た
．
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派
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（
六
二
）

　
国
民
党
左
派
と
の
関
連
に
お
い
て
武
漢
政
府
を
考
察
す
る
と
き
、
こ
の
時
代
は
、
左
派
の
置
か
れ
て
い
た
立
場
に
し
た
が
つ
て
、
三
つ
の
時
期

に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
一
九
二
六
年
二
一
月
の
臨
時
聯
席
会
議
か
ら
、
一
九
二
七
年
三
月
一
〇
日
の
武
漢
に
お
け
る
国
民

党
三
中
全
会
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
国
民
党
左
派
が
、
中
共
お
よ
び
そ
の
背
後
の
大
衆
組
織
と
唐
生
智
の
軍
隊
を
基
礎
と
し
、
蒋

介
石
と
対
立
し
つ
つ
も
、
蒋
の
協
力
を
確
保
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
こ
と
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
は
、
国
民
党
三
中
全
会
か
ら
、

五
月
一
七
日
の
武
昌
附
近
に
お
け
る
夏
斗
寅
の
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
国
民
党
左
派
が
、
中
共
お
よ
び
そ
の
背

後
の
大
衆
組
織
と
唐
生
智
の
軍
隊
を
基
礎
と
し
、
三
中
全
会
以
来
訣
別
し
た
蒋
介
石
と
対
決
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
。
第
三
は
、
夏
斗
寅
の
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
、
七
月
一
五
日
の
武
漢
「
分
共
」
会
議
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
国
民
党
左
派

が
、
中
共
の
指
導
す
る
大
衆
運
動
の
急
進
化
と
そ
れ
に
脅
威
を
感
じ
る
唐
生
智
の
軍
隊
と
の
衝
突
の
な
か
で
、
自
ら
の
よ
つ
ズ
立
つ
組
織
的
力
を

失
い
、
反
共
化
し
て
い

つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
の
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
九
二
六
年
七
月
に
広
州
か
ら
北
伐
に
出
発
し
た
、
蒋
介
石
の
指
揮
す
る
国
民
革
命
軍
は
、
一
一

月
ま
で
に
長
沙
、
武
漢
、
南
昌
．
九
江
等
の
主
要
諸
都
市
を
占
領
し
た
。
北
伐
に
参
加
し
た
中
共
は
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
国
民
革
命
軍
通

過
地
域
で
労
働
者
・
農
民
を
組
織
し
て
い
つ
た
の
に
対
し
て
、
国
民
党
左
派
は
、
中
共
の
組
織
し
た
労
農
大
衆
を
国
民
革
命
運
動
展
開
の
基
礎
的

力
と
し
て
利
用
し
つ
つ
、
中
共
と
の
協
力
の
も
と
に
、
南
昌
を
主
張
す
る
蒋
介
石
に
反
対
し
て
、
当
時
労
働
運
動
の
中
心
の
一
つ
で
あ
つ
た
武
漢

に
集
結
し
た
．
一
九
二
六
年
二
月
二
六
日
に
広
州
中
央
政
治
会
議
が
、
国
民
政
府
の
所
在
地
を
広
州
か
ら
武
漢
へ
移
転
す
る
こ
と
を
決
議
し
て

　
（
2
）

以
後
、
蒋
介
石
に
反
対
す
る
国
民
党
左
派
、
中
共
の
党
・
政
府
指
導
老
は
武
漢
を
目
ざ
し
て
北
上
し
、
前
記
臨
時
聯
席
会
議
に
結
集
し
た
。
会
議

に
参
集
し
た
国
民
党
左
派
・
中
共
の
指
導
者
は
、
実
質
的
に
武
漢
政
府
の
中
枢
を
構
成
す
る
人
々
で
あ
り
、
「
党
部
・
政
府
が
武
漢
に
到
着
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ま
で
（
こ
の
会
議
が
）
最
高
権
力
を
行
使
す
る
」
こ
と
を
決
議
し
、
こ
こ
に
武
漢
政
府
は
、
一
九
二
七
年
元
旦
よ
り
事
実
上
そ
の
職
務
を
開
始
し
た

　
　
（
4
）

の
で
あ
る
。



　
国
民
革
命
軍
の
北
伐
勝
利
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
革
命
的
状
況
の
発
展
、
武
漢
政
府
の
成
立
を
背
景
と
し
て
．
一
九
二
七
年
一
月
三
日
と
六

日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
口
と
九
江
の
イ
ギ
リ
ス
租
界
に
お
い
て
、
革
命
的
大
衆
が
イ
ギ
リ
ス
官
憲
と
衝
突
し
、
両
地
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
租
界
を
回

収
す
る
と
い
う
事
件
が
勃
発
し
た
。
政
府
所
在
地
附
近
に
お
け
る
大
衆
の
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
爆
発
に
促
さ
れ
、
か
つ
ま
た
、
そ
れ
を
利
用
・

指
導
し
つ
つ
、
武
漢
政
府
は
、
二
月
二
〇
日
ま
で
に
、
両
地
に
お
け
る
中
国
人
管
理
の
市
政
府
樹
立
を
条
件
と
し
て
、
租
界
を
イ
ギ
リ
ス
ヘ
返
還

す
る
と
の
合
意
を
達
成
し
た
。
つ
づ
い
て
、
迫
り
来
る
北
伐
軍
の
前
進
を
背
景
と
し
て
、
中
共
の
指
導
の
も
と
で
二
月
一
九
日
よ
り
上
海
で
、
一

九
二
六
年
一
〇
月
に
ひ
き
つ
づ
き
、
第
二
回
目
の
ゼ
ネ
・
ス
ト
、
暴
動
が
勃
発
し
た
。
帝
国
主
義
列
強
と
中
共
の
指
導
す
る
大
衆
運
動
の
圧
力
と

の
問
に
入
つ
て
、
国
民
革
命
運
動
の
主
導
権
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
蒋
介
石
は
、
上
海
暴
動
を
目
前
に
し
て
、
上
海
進
攻
を
一
時
的
に
停
止
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
と
に
よ
つ
て
、
孫
伝
芳
軍
の
弾
圧
を
受
け
た
上
海
労
働
者
を
見
殺
し
に
し
た
が
、
少
な
く
と
も
自
ら
弾
圧
に
乗
り
出
す
こ
と
な
く
、
中
共
、
ひ

い
て
は
、
国
民
党
左
派
と
の
直
接
的
対
決
を
回
避
し
た
。
武
漢
政
府
の
側
も
、
蒋
介
石
の
態
度
に
対
応
し
て
、
蒋
に
三
中
全
会
へ
の
参
加
を
呼
び

か
け
、
彼
に
示
し
た
三
中
全
会
の
予
備
提
案
の
な
か
か
ら
、
後
に
彼
の
権
限
を
奪
う
こ
と
に
な
つ
た
「
国
民
革
命
軍
総
司
令
条
例
」
を
排
除
し
て

ハ
　
レ

い
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
武
漢
政
府
は
、
蒋
介
石
と
対
立
し
つ
つ
も
、
で
き
う
れ
ば
蒋
の
協
力
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
時
期
は
、
武
漢
に
お
け
る
国
民
党
三
中
全
会
を
も
つ
て
始
ま
る
。
漢
口
、
九
江
、
上
海
を
中
心
に
勃
発
し
た
大
衆
運
動
に
勇
気
づ
け
ら

れ
て
、
三
中
全
会
は
、
e
帝
国
主
義
に
対
す
る
闘
争
の
勝
利
の
強
調
、
北
伐
軍
の
武
漢
占
領
は
反
帝
国
主
義
反
封
建
主
義
的
国
民
革
命
運
動
の

「
新
た
な
時
期
」
を
画
す
る
と
の
認
識
、
⇔
大
衆
運
動
、
と
く
に
農
民
運
動
の
発
展
は
革
命
政
権
の
強
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
大
衆
の
役
割
に

対
す
る
積
極
的
評
価
、
日
中
央
執
行
委
員
会
の
権
限
強
化
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
け
蒋
介
石
の
地
位
の
弱
体
化
、
中
共
の
国
民
政
府
参
加
、
労
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

運
動
に
対
す
る
左
派
・
中
共
の
共
同
指
導
に
よ
る
武
漢
政
府
の
組
織
上
の
再
編
成
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
三
中
全
会
に
お
い
て
武
漢
国
民
党
が
蒋
介
石
と
の
対
決
的
態
度
を
鮮
明
に
し
て
間
も
な
い
三
月
一
二
日
に
、
迫
り
来
る
蒋
の
国
民
革
命
軍
の
上

　
　
　
武
漫
、
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に
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海
占
領
に
先
手
を
打
つ
べ
く
、
中
共
の
指
導
す
る
上
海
の
労
働
者
が
第
三
回
目
の
ゼ
ネ
・
ス
ト
、
暴
動
に
立
上
σ
、
上
海
臨
時
特
別
市
政
府
を
樹

立
し
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
三
月
二
四
日
に
は
、
中
共
の
影
響
の
強
い
程
潜
指
揮
下
の
軍
隊
が
、
南
京
入
城
に
際
し
て
租
界
に
お

け
る
列
強
官
憲
と
衝
突
を
ひ
き
お
こ
し
た
（
南
京
事
件
）
。
上
海
と
南
京
に
お
け
る
革
命
的
状
況
は
、
蒋
介
石
を
し
て
、
中
共
が
「
列
強
と
国
民
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

命
軍
と
の
直
接
的
衝
突
を
ひ
き
お
こ
そ
う
と
た
く
ら
ん
で
い
る
」
と
感
ぜ
し
め
る
に
い
た
っ
た
。
第
三
次
上
海
暴
動
に
お
い
て
、
蒋
介
石
は
、
ま

ず
上
海
郊
外
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
武
装
労
働
者
が
孫
伝
芳
軍
に
よ
つ
て
弾
圧
さ
れ
る
の
を
ま
つ
て
、
三
月
二
六
日
に
上
海
へ
進
駐
し
、
武
装
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

者
の
作
り
出
し
た
「
上
海
の
果
実
」
を
手
に
入
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
武
漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
の
直
面
し
た
選
択
は
、
政
権
の
存

立
と
国
民
革
命
運
動
に
お
け
る
自
ら
の
指
導
権
確
保
の
た
め
に
、
反
共
化
し
つ
つ
あ
つ
た
蒋
介
石
の
圧
力
に
屈
す
る
か
、
中
共
に
指
導
さ
れ
た
急

進
的
大
衆
運
動
を
支
持
す
る
の
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
つ
た
。
武
漢
国
民
党
左
派
の
指
導
者
た
る
べ
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
モ
ス
コ
ー
経
由
で
四
月

一
日
に
上
海
へ
帰
還
し
た
注
精
衛
は
、
反
共
行
動
を
説
く
蒋
介
石
の
期
待
に
反
し
て
、
四
月
六
日
に
は
中
共
最
高
指
導
者
陳
独
秀
と
の
間
で
共
同

宣
言
を
発
し
、
容
共
政
策
継
続
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
注
精
衛
の
行
動
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
武
漢
政
府
の
蒋
介
石
と
の
対
決
の
姿
勢
は
、

そ
の
反
動
と
し
て
、
四
月
二
一
日
の
上
海
に
お
け
る
蒋
介
石
の
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
、
一
八
日
の
武
漢
に
対
立
す
る
南
京
に
お
け
る
国
民
政
府
の
樹

立
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
国
民
党
左
派
に
と
つ
て
、
蒋
介
石
と
の
対
決
は
、
直
ち
に
、
急
進
化
し
つ
つ
あ
つ
た
中
共
指
導
下
の
大
衆
運
動
を
全
面
的
に
支
持
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
彼
等
は
、
党
中
央
・
政
府
に
お
け
る
政
治
的
指
導
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
武
漢
政
府
の
軍
事
的

支
柱
で
あ
つ
た
唐
生
智
の
軍
隊
と
中
共
指
導
下
の
大
衆
運
動
と
の
力
の
均
衡
を
維
持
す
る
こ
と
の
な
か
に
自
ら
の
存
在
理
由
を
見
出
さ
ざ
る
を
え

な
か
つ
た
。
北
伐
軍
の
進
展
に
つ
れ
て
、
先
に
言
及
し
た
大
都
市
に
お
け
る
労
働
組
合
運
動
の
高
揚
と
と
も
に
、
湖
南
・
湖
北
・
広
東
・
江
西
諸

省
を
中
心
と
す
る
農
民
運
動
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
と
く
に
、
毛
沢
東
指
導
下
の
湖
南
省
に
お
け
る
農
民
運
動
は
急
進
化
し
、
中
小
地
主
の

土
地
ま
で
没
収
し
、
地
主
権
力
に
代
る
農
民
協
会
の
権
力
を
樹
立
す
る
に
い
た
っ
た
。
湖
南
省
は
、
武
漢
政
府
の
軍
事
的
支
柱
で
あ
つ
た
唐
生
智



の
拠
点
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
湖
南
省
に
お
け
る
中
共
指
導
下
の
農
民
運
動
の
急
進
化
は
、
地
主
的
基
盤
を
も
つ
唐
生
智
軍
指
導
者
の
反
共
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

運
の
増
大
を
招
か
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
．
帝
国
主
義
列
強
・
蒋
介
石
と
対
決
し
つ
つ
、
武
漢
政
府
の
支
配
領
域
内
に
お
け
る
中
共
指
導
下
の
大
衆

運
動
の
激
化
と
唐
生
智
軍
の
反
共
化
と
の
矛
盾
を
解
消
す
べ
く
考
え
出
さ
れ
た
の
が
、
武
漢
政
府
の
「
戦
略
退
却
」
と
「
北
伐
」
の
政
策
で
あ
つ

た
。
四
月
二
〇
日
に
ボ
・
デ
ィ
ン
に
よ
つ
て
武
漢
中
央
に
提
示
さ
れ
た
「
戦
略
退
却
」
の
政
策
は
、
激
化
す
る
大
衆
運
動
を
一
定
の
限
度
に
抑
制

し
、
大
衆
運
動
と
帝
国
主
義
列
強
・
蒋
介
石
、
さ
ら
に
は
唐
生
智
軍
と
の
衝
突
を
一
時
的
に
回
避
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
武
漢
政
府
の
安
全
を
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
他
方
、
四
月
一
九
日
に
武
漢
を
出
発
し
た
、
唐
生
智
の
軍
隊
を
主
力
と
す
る
武
漢
政
府
軍
の
「
北

伐
」
は
、
蒋
介
石
の
南
京
政
府
に
対
抗
し
て
、
武
漢
政
府
の
支
配
地
域
を
北
方
に
拡
大
し
、
薦
玉
祥
に
武
漢
の
北
伐
軍
が
占
領
し
た
河
南
省
へ
の

進
駐
を
認
め
、
漏
の
地
盤
と
す
る
西
北
か
ら
蒙
古
・
ソ
連
へ
の
連
絡
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
武
漢
政
府
の
影
響
力
と
安
定
性
を
増
大
さ
せ

る
と
と
も
に
、
政
府
支
配
下
に
あ
つ
て
激
化
す
る
大
衆
運
動
と
軍
隊
と
の
矛
盾
を
一
挙
に
解
消
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
や

漢
政
府
の
「
戦
略
退
却
」
と
「
北
伐
」
の
政
策
は
、
大
衆
運
動
の
抑
制
と
軍
事
力
の
発
散
に
よ
つ
て
、
両
者
の
矛
盾
を
解
消
し
、
政
権
の
強
化
を

目
ざ
す
も
の
で
あ
つ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ソ
一
二
月
決
議
の
要
求
す
る
農
業
革
命
の
実
行
・
労
働
運
動
の
強
化
・
国
共
合
作
の
継
続
の
指
示
に
対
し

て
、
陳
独
秀
の
指
導
の
下
に
、
四
月
二
七
日
に
武
漢
に
召
集
さ
れ
た
中
共
五
全
大
会
は
、
労
農
運
動
の
強
化
と
国
共
合
作
の
継
続
は
矛
盾
す
る
と

の
立
場
を
と
り
、
毛
沢
東
・
麗
秋
白
ら
の
要
求
す
る
農
業
革
命
の
急
進
化
を
抑
制
し
、
武
漢
に
お
け
る
国
民
党
政
権
を
擁
護
し
て
い
つ
た
こ
と

は
、
蒋
介
石
に
対
決
し
つ
つ
、
大
衆
運
動
と
唐
生
智
軍
と
の
力
の
均
衡
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
の
時
期
の
武
漢
政
府
の
政
策
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
つ
た
。

　
五
月
一
七
日
の
武
昌
附
近
に
お
け
る
夏
斗
寅
の
、
つ
づ
く
五
月
二
一
日
の
長
沙
に
お
け
る
許
克
祥
の
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
は
、
大
衆
運
動
と
軍
と

の
力
の
均
衡
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
第
二
の
時
期
の
武
漢
政
府
の
政
策
を
破
綻
に
導
い
た
．
夏
・
許
両
人
は
、
唐
生
智
軍
直
属
の
司
令
官
で
あ

り
、
こ
の
時
点
で
唐
自
身
の
反
共
的
態
度
の
表
明
は
必
至
で
あ
つ
た
．
六
月
上
旬
に
な
る
と
、
同
じ
く
唐
生
智
指
揮
下
の
何
鍵
が
反
共
的
態
度
を
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皿
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鮮
明
に
し
、
六
月
二
九
日
に
は
反
共
宣
言
を
発
表
し
た
。
さ
ら
に
、
薦
玉
祥
の
軍
事
力
に
期
待
を
寄
せ
る
注
精
衛
・
孫
科
・
徐
謙
・
諦
延
圏
・

唐
生
智
ら
の
武
漢
政
府
の
指
導
者
は
、
六
月
六
日
河
南
省
鄭
州
で
漏
と
会
い
、
漏
の
河
南
進
駐
を
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
武
漢
政
府
と
の
協
力

を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
六
月
一
九
日
に
徐
州
で
蒋
介
石
と
会
談
し
た
漏
玉
祥
は
、
武
漢
・
南
京
の
共
同
北
伐
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
、
事
実
上
武
漢
政
府
の
容
共
政
策
に
反
対
し
、
蒋
介
石
に
接
近
し
つ
つ
、
反
共
的
態
度
を
明
確
に
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
武
漢
政
府
を
支
え
る
軍
隊
が
反
共
化
し
て
い
つ
た
反
面
、
中
共
指
導
下
の
労
農
運
動
も
一
層
急
進
化
し
て
い
つ
た
。
と
く
に
、

政
府
所
在
地
武
漢
に
お
い
て
、
五
月
に
は
三
〇
万
人
の
労
働
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
い
、
一
部
で
は
労
働
者
の
工
場
管
理
が
行
わ
れ
、
蒋
介
石
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

武
漢
に
対
す
る
経
済
封
鎖
と
相
ま
つ
て
、
一
時
は
失
業
者
が
一
六
万
に
達
し
、
市
は
麻
痺
状
態
に
陥
つ
て
い
た
。
か
か
る
状
況
の
な
か
で
、
六
月

一
九
日
に
武
漢
で
開
催
さ
れ
た
中
華
全
国
第
四
次
労
働
大
会
の
「
政
治
報
告
決
議
案
」
は
、
「
最
近
国
民
政
府
の
政
治
（
政
府
？
）
区
域
中
に
お
い

て
、
到
る
処
で
労
働
者
と
農
民
領
袖
及
び
大
衆
の
屠
殺
が
あ
り
、
労
農
の
組
織
を
圧
迫
し
、
労
働
運
動
を
停
止
せ
し
め
る
等
の
事
件
が
あ
る
。
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

…
国
民
政
府
は
こ
れ
ら
の
事
件
に
対
し
、
い
ま
だ
に
断
然
た
る
処
断
を
な
し
得
な
い
で
ゐ
る
」
と
述
べ
、
軍
の
反
共
化
と
大
衆
運
動
の
急
進
化
の

な
か
で
指
導
性
を
失
つ
た
武
漢
政
府
か
ら
の
離
反
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。

　
大
衆
運
動
と
軍
と
の
力
の
均
衡
を
維
持
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
武
漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
に
と
つ
て
の
こ
さ
れ
た
可
能
性
は
、
再
び
力
の
基

盤
を
求
め
て
大
衆
組
織
と
結
び
つ
く
か
、
も
し
く
は
、
軍
と
結
び
つ
く
か
、
換
言
す
れ
ば
、
親
共
か
反
共
か
の
道
で
あ
つ
た
。
六
月
一
五
日
に
当

時
漢
口
に
駐
在
し
て
い
た
、
コ
、
・
シ
テ
ル
ン
派
遣
の
イ
ン
ド
人
共
産
党
員
、
M
・
N
・
・
イ
か
ら
注
精
衛
に
示
さ
れ
た
、
土
地
国
有
化
の
実
行
、

共
産
党
員
二
万
人
、
労
農
五
万
人
の
武
装
、
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
の
改
組
を
要
求
す
る
、
コ
、
・
・
ソ
テ
ル
ン
の
ロ
イ
あ
て
の
密
電
は
、
注
精
衛

ら
の
武
漢
中
央
の
国
民
党
左
派
分
子
に
反
共
化
の
口
実
を
与
え
た
。
か
く
て
、
武
漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
分
子
は
、
国
民
党
顧
間
ボ
ロ
デ
ィ
ン

を
解
雇
し
、
七
月
一
五
日
に
「
分
共
会
議
」
を
開
い
て
、
中
共
と
の
分
裂
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
か
か
る
注
精
衛
ら
の
武
漢
中
央
の
反
共
化
に

不
満
を
も
つ
郡
演
達
・
宋
慶
齢
ら
は
、
声
明
を
発
し
、
国
民
党
か
ら
離
れ
て
い
つ
た
。
し
か
も
、
両
者
の
武
漢
政
府
非
難
の
声
明
は
、
共
に
、
武



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

漢
政
府
の
大
衆
運
動
、
と
く
に
、
農
民
運
動
へ
の
裏
切
り
に
焦
点
が
あ
つ
た
。
か
く
て
、
武
漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
の
反
共
化
に
対
抗
し
て
、

中
共
は
、
コ
ミ
ソ
テ
ル
ソ
七
月
決
議
に
従
つ
て
、
武
漢
政
府
か
ら
示
威
退
出
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
武
漢
政
府
に
お
い
て
国
民
党
左
派
の
置
か
れ
て
い
た
位
置
の
概
観
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
国
民
党
左
派
集
団
の
人
的
構
成
に
一
言
言

及
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
武
漢
政
府
は
、
国
民
革
命
軍
の
北
伐
の
過
程
で
、
蒋
介
石
の
党
内
に
お
け
る
指
導
権
に
反
対
す
る
国
民
党
内

の
急
進
分
子
と
中
共
分
子
が
結
集
し
た
政
権
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
武
漢
政
府
の
基
本
的
性
格
を
考
慮
す
る
な
ら
、
国
民
党
左
派
の
最
高
指
導

層
は
、
武
漢
政
府
の
樹
立
を
準
備
し
た
一
九
二
六
年
二
一
月
二
二
日
の
臨
時
聯
席
会
議
、
お
よ
び
、
反
蒋
的
態
度
を
明
確
に
し
た
一
九
二
七
年
三

月
の
武
漢
に
お
け
る
国
民
党
三
中
全
会
に
参
加
し
た
、
候
補
を
含
む
国
民
党
中
央
執
監
委
員
中
の
国
民
党
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
仮
定
し
て
も
差

支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
輝
延
閲
、
孫
科
、
徐
謙
、
宋
子
文
、
陳
友
仁
、
陳
公
博
、
顧
孟
除
、
宋
慶
齢
、
何
香
凝
、
経
享
願
、
丁
惟
扮
、
王
法
勤
、

柏
文
蔚
、
彰
沢
民
、
都
演
達
、
鱈
大
悲
、
陳
其
暖
、
丁
超
五
、
朱
霧
青
、
謝
晋
、
郡
懲
修
、
李
宗
仁
、
周
啓
剛
、
王
簗
平
、
唐
生
智
ら
の
人
々
が

　
　
　
　
（
π
）

そ
れ
で
あ
る
。
彼
ら
以
外
に
、
一
九
二
七
年
四
月
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
帰
国
し
た
注
精
衛
、
な
ら
び
に
、
江
西
省
の
軍
事
指
導
者
朱
培
徳
が
加
え

ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
こ
で
、
以
上
の
経
過
を
基
礎
と
し
て
、
つ
ぎ
に
、
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
力
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

（
1
）
　
拙
稿
「
中
国
国
民
党
第
二
回
全
国
代
表
大
会
を
め
ぐ
る
涯
精
衛
路
線
と
蒋
介
石
路
線
」
1
『
法
学
研
究
』
第
四
二
巻
第
一
二
号
（
一
九
六
九
・
一
二
）
所
収
。

（
2
）
国
民
政
府
の
武
漢
移
転
決
定
の
日
時
・
会
議
に
つ
い
て
、
今
日
、
い
く
つ
か
の
説
が
存
在
す
る
。
孫
科
は
、
　
「
中
央
執
行
委
員
第
三
次
全
体
会
議
経
過
」
と
題
す
る
「
在
湖
北

農
民
協
会
全
省
代
表
大
会
之
党
務
報
告
」
の
な
か
で
、
一
九
二
六
年
の
広
州
に
お
け
る
「
中
央
政
治
会
議
」
が
こ
の
決
定
を
下
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
『
燕
塵
社
資
料
』
第

二
集
、
一
九
二
七
・
三
・
二
五
の
新
聞
記
事
．
三
巻
か
ら
な
る
本
資
料
は
、
武
漢
政
府
に
か
ん
す
る
新
聞
記
事
の
切
り
ぬ
き
か
ら
な
り
、
慶
癒
義
塾
大
学
法
学
部
図
書
室
に
保
存
さ

れ
て
い
る
）
．
李
守
孔
編
『
国
民
革
命
史
』
、
一
九
六
五
、
台
北
、
四
二
一
頁
は
、
こ
の
中
央
政
治
会
議
が
一
九
二
六
年
コ
月
二
六
日
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ

　
の
典
拠
は
、
同
日
の
中
央
政
治
会
議
第
二
次
臨
時
会
議
記
録
に
あ
る
。
孫
科
の
報
告
は
会
議
後
問
も
な
く
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
会
議
記
録
に
よ
つ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

　と、

国
民
政
府
の
地
点
に
か
ん
す
る
武
漢
と
南
昌
と
の
対
立
は
一
一
月
の
北
伐
軍
に
よ
る
南
昌
の
完
全
な
占
領
後
に
起
こ
り
う
る
こ
と
の
理
由
か
ら
、
私
は
こ
の
見
解
を
採
用
し

た
。
胡
華
も
こ
の
見
解
を
支
持
し
て
、
北
伐
軍
が
二
月
に
南
昌
を
占
領
し
た
後
、
「
国
民
党
中
央
」
が
武
漢
遷
都
を
決
定
し
た
と
の
立
場
を
と
る
（
『
中
国
新
民
主
主
義
革
命
史

　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
六
七
）



武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察

六
八

（
六
八
）

　
（
初
稿
）
』
へ
修
訂
本
〉
、
一
九
五
三
、
北
京
、
八
三
頁
）
。
こ
の
見
解
に
最
も
近
い
も
の
に
、
二
月
二
八
日
説
が
あ
る
（
中
国
国
民
党
中
矢
委
員
会
党
史
史
料
編
集
委
員
会
編
『
中

　
国
国
民
党
七
十
年
大
事
年
表
』
、
一
九
六
四
、
台
北
、
八
五
頁
、
お
よ
び
、
高
蔭
祖
主
編
『
中
華
民
国
大
事
記
』
、
一
九
五
七
、
台
北
、
二
三
三
頁
）
。
こ
の
説
で
は
、
「
国
民
政
府
」
が

　武漢

遷
都
を
決
定
し
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
中
央
政
治
会
議
」
の
決
定
が
「
政
府
」
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
「
会

　議」と「

政
府
」
の
間
に
あ
る
決
定
発
表
上
の
時
間
的
ズ
レ
を
示
す
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
九
月
二
五
日
説
、
一
一
月
一
一
日
説
が
あ
る
。
前
者
は
、
波
多
野
乾

　
一
『
資
料
集
成
中
国
共
産
党
史
』
第
一
巻
、
一
九
六
一
年
、
二
二
九
頁
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
決
定
の
下
さ
れ
た
会
議
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
日
付

　
は
、
国
民
革
命
軍
の
南
昌
占
領
以
前
で
あ
る
。
後
者
の
説
は
、
池
田
誠
『
中
国
現
代
政
治
史
』
、
一
九
六
二
年
、
二
五
七
頁
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
、
「
国
民
党
中
央
お
よ
び
国
民
政
府

　
の
連
席
会
議
」
が
国
民
政
府
の
武
漢
移
転
を
決
議
し
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
典
拠
が
明
ら
か
で
な
い
。

（
3
）
　
「
中
央
執
行
委
員
会
第
三
次
全
体
会
議
録
」
ー
『
燕
塵
社
資
料
』
第
三
集
、
一
九
二
七
・
三
・
三
〇
の
新
聞
記
事
。

（
4
）
胡
華
編
、
前
掲
書
、
八
三
頁
。
し
か
し
．
武
漢
近
辺
に
い
る
中
央
執
監
、
癒
ら
び
に
、
候
補
委
員
を
召
集
し
て
、
一
九
二
七
年
二
月
二
一
日
に
武
漢
で
開
催
さ
れ
た
「
拡
大
聯

席
会
議
」
が
従
前
の
「
臨
時
聯
席
会
議
」
に
代
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
国
民
政
府
が
「
正
式
」
に
武
漢
へ
移
転
さ
れ
た
と
す
る
主
張
が
あ
る
（
例
え
ば
、
『
北
伐

完
成
迄
の
国
民
党
』
、
満
鉄
庶
務
部
調
査
課
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
五
三
号
、
一
九
二
八
年
、
二
六
f
八
頁
、
李
雲
漢
『
従
容
共
到
清
党
』
、
一
九
六
六
、
台
北
、
五
四
頁
）
。
但
し
、
臨

時
聯
席
会
議
に
参
集
し
た
人
々
が
実
質
的
に
は
武
漢
政
府
の
大
部
分
の
指
導
者
を
含
ん
で
い
た
こ
と
、
一
九
二
七
年
一
月
に
起
き
た
漢
口
・
九
江
に
お
け
る
革
命
的
大
衆
の
イ
ギ
リ

　
ス
租
界
回
収
運
動
の
な
か
で
、
武
漢
政
府
が
機
能
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
考
慮
す
る
と
、
二
月
の
「
正
式
」
の
政
府
移
転
は
、
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）
荷
生
「
上
海
共
産
党
三
次
暴
動
史
」
ー
『
現
代
史
料
』
第
三
集
、
一
九
三
四
、
上
海
、
一
七
八
頁
。

（
6
）
　
「
中
央
執
委
全
体
大
会
之
展
期
」
1
『
燕
塵
社
資
料
』
第
一
集
、
一
九
二
七
・
三
の
新
聞
記
事
。

（
7
）
　
三
中
全
会
の
諸
文
献
に
つ
い
て
は
、
中
国
国
民
党
中
央
宣
伝
部
『
中
国
国
民
党
歴
年
宣
言
彙
刊
』
、
一
九
二
八
、
上
海
、
一
二
六
－
二
四
頁
、
お
よ
び
、
中
国
国
民
党
中
央
執

行
委
員
会
訓
練
委
員
会
編
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙
刊
』
第
一
冊
、
一
九
四
一
、
重
慶
、
一
六
七
ー
二
〇
一
頁
参
照
。

（
8
）
蒋
中
正
『
蘇
俄
在
中
国
』
、
一
九
六
八
、
台
北
、
三
五
頁
。

（
9
）
胡
華
主
編
、
前
掲
書
、
八
九
頁
。

（
1
0
）
唐
生
智
、
お
よ
び
唐
指
犀
下
の
何
鍵
の
そ
れ
ぞ
れ
の
岳
父
は
、
こ
の
大
衆
運
動
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
攻
撃
の
的
と
な
つ
た
（
黎
守
一
「
湘
省
馬
日
事
変
之
経
過
」
ー
『
現
代

史
料
』
第
二
集
、
三
九
七
ー
九
頁
。
）

（
1
1
）
　
蒋
永
敬
『
飽
羅
廷
与
武
漢
政
権
』
、
一
九
六
三
、
台
北
、
一
七
五
－
七
頁
。

　　　　　　　　　　　　　
16　15　14　13　12
）　　）　　）　　）　　）

高
久
肇
『
国
民
革
命
の
現
勢
、
其
『
、
上
海
満
鉄
調
査
資
料
第
三
編
、
一
九
二
七
、
一
九
三
頁
。

漏
玉
祥
『
我
所
認
識
的
蒋
介
石
』
、
一
九
四
九
、
上
海
、
二
－
五
頁
、
お
よ
び
、
王
唯
廉
「
武
漢
政
府
与
隅
玉
祥
」
1
『
現
代
史
料
』
第
一
集
、
四
一
－
四
頁
。

鈴
江
言
一
『
中
国
解
放
闘
争
史
』
、
一
九
五
三
年
、
四
二
〇
頁
、
お
よ
び
、
課
轟
零
導
α
q
－
一
一
＼
§
ミ
顛
葱
。
遷
亀
簿
馬
9
賊
§
鴇
霜
塁
9
ミ
8
3
」
8
ρ
冒
呂
8
も
P
留
緊
P

鈴
江
言
一
、
前
掲
書
、
四
三
二
貝
．

郡
演
達
「
国
民
党
同
志
へ
の
告
別
」
（
一
九
二
七
・
七
・
一
二
㌧
ー
高
久
著
、
前
掲
書
、
一
血
八
ー
九
頁
．
宋
慶
齢
「
為
抗
議
違
反
孫
中
山
的
革
命
原
則
和
政
策
的
声
明
」
（
一



九
二
七
・
七
二
四
）
1
『
宋
慶
齢
選
集
』
、
一
九
六
七
、
香
港
、
一
八
ー
二
二
頁
。

（
17
）
　
・
北
伐
完
成
迄
の
国
民
党
』
、
二
七
、
二
九
頁
．
郡
沢
如
は
臨
時
聯
席
会
議
委
員
と
な
っ
て
お
り
、

で
両
者
の
出
席
が
確
認
で
き
な
い
。

李
列
ハ
鈎
は
三
中
全
会
に
出
席
し
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
国
民
党
三
中
全
会
前
の
党
権
問
題

　
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
二
六
年
三
月
に
勃
発
し
た
中
山
艦
事
件
は
、
蒋
介
石
と
中
共
と
の
対
立
を
表
面
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
国
民
党
左
派
の
領
袖
注
精
衛
を
国
外
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
つ
た
。
つ
づ
い
て
、
国
民
党
は
、
五
月
一
五
日
か
ら
二
二
日
に
か
け
て
第
二
期

二
中
全
会
を
開
催
し
、
蒋
介
石
の
指
導
の
下
に
、
「
国
共
両
党
協
定
弁
法
案
」
、
「
党
務
整
理
案
」
、
「
聯
席
会
議
組
織
案
」
を
採
択
し
、
限
共
的
措

置
を
と
る
に
い
た
つ
た
。
こ
れ
ら
諸
法
案
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
e
国
民
党
中
央
の
組
織
と
権
威
を
強
化
す
る
た
め
に
、
共
産
党
員
が
国
民
党
お

よ
び
三
民
主
義
に
対
し
て
批
判
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
．
国
民
党
党
綱
を
蔑
視
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
、
国
民
党
の
党
規
約
、
党
機
関

の
権
限
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
⇔
共
産
党
員
は
、
国
民
党
中
央
機
関
の
部
長
、
「
最
高
幹
事
部
」
の
職
に
は
つ
く
こ
と
が
で
ぎ
な
い
こ
と
、

中
央
の
特
別
市
・
特
別
区
の
執
行
委
員
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
㊧
国
共
両
党
間
に
紛
争
が
起
き
た
場
合
に
は
、
国
民
党
員
五
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人
、
共
産
党
員
三
人
、
コ
ミ
ン
テ
ル
γ
代
表
を
顧
問
と
す
る
聯
席
会
議
を
組
織
L
て
．
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
、
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
諸
法
案
が
、
流
動
す
る
革
命
情
況
の
な
か
で
、
党
の
既
成
の
組
織
と
権
威
を
強
化
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
に
対

す
る
批
判
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
異
質
分
子
の
吸
収
で
は
な
く
、
排
除
に
よ
つ
て
党
の
強
化
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
．
事
実
、
こ
の
措
置
に
よ
つ
て
、
党
中
央
組
織
部
長
の
謹
平
山
、
宣
伝
部
長
代
理
の
毛
沢
東
は
、
国
民
党
中
央
を
去
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ

た
。
そ
の
後
、
蒋
介
石
は
、
七
月
に
入
る
と
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
主
席
、
国
民
革
命
軍
総
司
令
に
就
任
し
、
中
共
の
反
対
を
押

し
切
つ
て
七
月
九
日
に
北
伐
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
蒋
介
石
個
人
へ
の
権
力
の
集
中
と
芳
、
の
指
導
下
で
の
北
伐
へ
の
出
発
の
動
き
に
対
し
て
、
国
民
党
左
派
と
中
共
は
、
妥
協
的
も
し
く
は
協
力
的
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態
度
に
出
た
。
例
え
ば
、
中
共
の
行
動
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
党
務
整
理
案
」
の
提
案
者
の
な
か
に
は
、
蒋
介
石
、
甘
乃
光
、
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伍
朝
枢
に
加
え
て
、
諺
延
關
、
孫
科
、
朱
培
徳
、
宋
子
文
、
陳
公
博
、
林
祖
溜
ら
の
左
派
、
中
共
の
指
導
者
が
入
つ
て
い
た
。
ま
た
中
共
中
央

は
、
六
月
四
日
付
の
国
民
党
宛
の
書
簡
の
な
か
で
、
「
革
命
勢
力
を
団
結
さ
せ
て
帝
国
主
義
に
反
抗
す
る
」
「
本
党
の
合
作
政
策
と
の
間
に
は
い
わ

ゆ
る
根
本
的
衝
突
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
」
と
い
う
認
識
に
立
つ
て
、
「
貴
党
の
『
党
務
整
理
案
』
は
本
来
貴
党
の
内
部
間
題
に
か
か
わ
る
も
の
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で
あ
つ
て
、
い
か
に
決
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
他
党
に
賛
否
表
明
の
権
利
は
な
い
、
と
い
う
態
度
を
と
つ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
中
共
中
央
は
、

「
党
務
整
理
案
」
等
一
連
の
限
共
措
置
に
よ
つ
て
、
諌
平
山
・
毛
沢
東
ら
が
国
民
党
中
央
か
ら
退
出
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
と
い
う
事
実
を
無
視

し
、
意
図
的
に
「
党
務
整
理
案
」
を
国
民
党
の
「
内
部
問
題
」
に
す
り
か
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
蒋
介
石
に
対
し
て
妥
協
的
態
度
を
と
つ
て
い
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
伐
計
画
を
討
議
す
べ
く
召
集
さ
れ
た
中
央
委
員
臨
時
全
体
会
議
は
、
七
月
六
目
に
蒋
介
石
を
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委

員
会
主
席
に
、
同
委
員
会
委
員
に
は
、
彰
沢
民
、
何
香
凝
、
子
樹
徳
、
顧
孟
鯨
、
李
済
深
、
王
法
勤
、
丁
惟
扮
の
七
人
の
左
派
・
中
共
の
指
導
者

　
　
　
（
4
）

を
選
出
し
た
。
以
上
の
諸
事
実
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
中
山
艦
事
件
以
後
の
限
共
指
置
、
北
伐
出
発
に
お
け
る
蒋
介
石
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
に

対
し
て
、
国
民
党
左
派
と
中
共
は
、
妥
協
的
も
し
く
は
協
力
的
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
国
共
合
作
に
お
け
る
国
民
党
の
権
力
を
維
持
し
よ

う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
蒋
介
石
を
支
え
て
い
た
こ
の
よ
う
な
形
態
の
国
民
党
内
の
統
一
的
権
力
も
、
北
伐
軍
の
進
展
の
過
程
で

組
織
さ
れ
た
大
衆
運
動
の
発
展
を
背
景
と
し
て
、
武
漢
政
府
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
分
解
し
て
い
つ
た
こ
と
に
は
す
で
に
言
及
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
か
か
る
情
勢
の
発
展
を
、
党
権
力
の
あ
り
方
と
の
関
係
に
お
い
て
、
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
は
ど
の
よ
う

に
掌
握
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
九
二
七
年
に
入
り
、
武
漢
政
府
の
樹
立
・
三
中
全
会
の
召
集
に
よ
る
蒋
介
石
と
の
対
立
の
尖
鋭
化
、
北
伐
の
進
展
に
と
も
な
う
国
民
党
の
支

配
地
域
の
拡
大
の
な
か
か
ら
、
新
た
な
統
一
的
党
権
力
の
創
出
を
目
ざ
す
武
漢
の
国
民
党
左
派
は
、
党
中
央
の
権
力
の
崩
壊
の
現
状
と
そ
こ
か
ら

脱
出
す
る
方
策
に
つ
い
て
、
独
裁
制
と
民
主
制
の
主
張
と
の
関
連
で
、
活
澄
な
論
争
を
展
開
し
た
。
と
く
に
、
左
派
の
こ
の
動
き
は
、
二
月
か
ら



三
月
に
か
け
て
蒋
介
石
と
徐
謙
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
党
の
権
力
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
ま
ず
、
党
中
央
権
力
に
か
ん
す
る
国
民
党
左
派
の
現
状
認
識
か
ら
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。

　
蒋
介
石
の
攻
撃
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
か
れ
た
、
一
九
二
七
年
三
月
九
日
の
徐
謙
の
論
文
を
支
持
す
る
目
的
で
出
さ
れ
た
『
民
国
日
報
』
社

論
は
、
一
九
二
六
年
コ
ニ
月
五
日
よ
り
中
央
党
部
が
北
遷
（
国
民
政
府
を
広
州
か
ら
武
漢
へ
移
し
た
こ
と
i
筆
者
註
）
を
宣
布
し
、
事
務
を
停
止
し
た

後
．
党
権
は
著
し
く
分
散
し
」
、
「
同
時
に
ま
た
、
－
…
確
実
に
低
落
し
て
し
ま
つ
た
」
、
と
の
認
識
を
前
面
に
押
し
出
し
た
。
党
権
「
分
散
」
と

「
低
落
」
の
実
例
と
し
て
は
、
「
中
央
執
行
委
員
会
の
実
権
は
、
す
で
に
数
人
の
假
政
治
会
議
の
名
の
も
と
に
奪
い
去
ら
れ
て
し
ま
つ
た
こ
と
」
、

「
中
央
各
部
部
長
が
、
突
然
理
由
も
な
く
免
職
さ
れ
た
こ
と
」
、
「
理
由
も
な
く
、
武
力
で
広
州
特
別
市
党
部
を
解
散
し
た
こ
と
」
、
「
政
治
会
議
の
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名
義
で
、
（
北
伐
の
）
後
方
に
お
い
て
、
理
由
も
な
く
党
員
の
選
挙
権
を
剥
奪
し
た
こ
と
」
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
孫
科
も
、
党
権
力
の
混

乱
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
を
表
明
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
北
伐
軍
の
急
速
な
発
展
の
過
程
で
、
「
党
務
」
に
「
落
後
的
現
象
」
が
現
わ

れ
て
き
た
。
「
党
の
権
力
を
集
中
で
き
ず
、
統
一
で
き
な
い
と
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
」
「
な
ぜ
な
ら
、
昨
年
（
一
九
二
六
年
－
筆
者
註
）
広
州

に
い
た
各
同
志
は
、
北
伐
準
備
の
た
め
に
、
や
む
を
え
ず
事
実
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
し
ま
い
、
党
の
根
本
組
織
を
臨
時
に
変
更
し
、
党
章
の
規
定
で

は
許
さ
れ
な
い
主
席
制
を
突
然
設
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
党
内
で
こ
の
主
席
制
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
た
め
に
、
党
は
徐
々
に
権
威
を
失
つ
て
し
ま

　
　
　
　
（
6
）

つ
た
の
で
あ
る
。
」
か
か
る
北
伐
の
軍
事
的
発
展
の
過
程
で
生
れ
て
き
た
、
既
成
の
党
組
織
、
党
権
力
の
分
散
、
破
壊
、
党
の
権
威
の
低
下
現
象

と
は
対
照
的
に
、
蒋
介
石
の
権
力
が
拾
頭
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
こ
そ
、
徐
謙
の
蒋
介
石
批
判
の
焦
点
で
あ
つ
た
。

　
徐
謙
は
、
蒋
介
石
の
攻
撃
に
対
す
る
反
論
に
お
い
て
、
蒋
が
「
個
人
の
能
力
」
の
み
を
顧
み
、
「
党
の
権
威
」
を
無
視
し
て
、
「
個
人
独
裁
制
」

を
樹
立
し
た
こ
と
、
そ
の
証
拠
と
し
て
、
蒋
が
常
務
会
議
主
席
、
政
治
会
議
主
席
の
地
位
に
つ
い
て
、
党
の
権
力
を
一
身
に
集
中
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
（
7
）

を
非
難
し
た
。
徐
謙
の
蒋
介
石
独
裁
に
対
す
る
非
難
は
、
彼
個
人
の
見
解
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
武
漢
政
府
側
の
論
調
に
共
通
す
る
認
識
で
あ

つ
た
。
国
民
革
命
軍
第
八
軍
の
宣
伝
文
は
、
蒋
介
石
の
独
裁
化
を
、
「
封
建
思
想
が
少
数
党
員
を
支
配
し
、
独
裁
的
傾
向
を
生
み
出
し
た
」
こ
と
、
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漢
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お
よ
び
、
「
党
内
の
と
り
え
の
な
い
お
い
ぽ
れ
分
子
が
、
た
だ
ぽ
ん
や
り
と
し
て
い
て
党
を
誤
ら
せ
て
し
ま
い
、
日
ま
し
に
反
動
的
に
な
つ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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る
」
こ
と
の
二
点
に
お
い
て
批
判
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
文
章
は
、
蒋
介
石
が
独
裁
を
強
化
す
る
に
あ
た
つ
て
、
張
静
江
お
よ
び
西
山
会

議
派
の
右
派
グ
ル
㌧
フ
を
彼
の
周
囲
に
呼
び
も
ど
し
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
武
漢
側
の
認
識
は
、
北
伐
の
進
展
に
つ

れ
て
、
党
組
織
と
党
権
力
の
分
散
・
破
壊
に
よ
つ
て
党
の
権
威
の
低
下
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
代
つ
て
蒋
介
石
の
独
裁
が
出
現
し
て
き

た
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
に
あ
つ
て
、
革
命
運
動
の
最
高
指
導
機
関
と
し
て
の
党
の
統
一
的
権
力
は
失
墜
し
、
党
内

の
民
主
主
義
は
個
人
独
裁
制
に
と
つ
て
代
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
観
点
は
異
つ
て
い
た
が
、
党
の
統
一
的
権
力
の
崩
壊
と
い
う
点
に
お
い
て
、
蒋
介
石
側
も
共
通
の
認
識
を
も
つ
て
い
た
。
蒋
介
石
の
見
解
に
よ

る
と
、
「
中
央
執
行
委
員
会
の
権
威
は
最
高
で
あ
り
」
、
「
政
治
会
議
は
最
高
の
機
関
で
あ
る
」
．
蒋
介
石
は
、
中
央
執
行
委
員
会
常
務
会
議
、
な
ら

び
に
、
政
治
会
議
主
席
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
「
最
高
の
政
治
機
関
の
主
席
で
あ
る
」
。
し
か
る
に
、
武
漢
の
聯
席
会
議
は
「
根
拠
が
な
い
」
。

「
も
し
も
勝
手
に
機
関
を
設
立
し
、
自
ら
そ
れ
が
最
高
の
機
関
と
称
し
、
か
く
て
、
憲
章
に
も
よ
ら
ず
、
紀
律
を
守
ら
な
け
れ
ば
」
、
「
党
の
権
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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は
日
一
日
と
消
失
し
て
い
つ
て
し
ま
う
」
。
蒋
介
石
は
、
こ
こ
で
、
党
の
統
一
的
権
力
の
崩
壊
を
武
漢
政
府
の
成
立
と
の
関
連
で
と
ら
え
て
い
る

が
、
よ
り
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
党
の
既
成
組
織
の
合
法
性
、
し
た
が
つ
て
、
組
織
内
に
お
け
る
彼
の
地
位
の
合
法
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
党
務
整
理
案
」
等
一
連
の
法
案
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
蒋
が
、
失
わ
れ
た
党
の
統
一
的
権
力
を
回
復
す
る
に
あ
た
つ
て
、

党
の
既
成
の
組
織
と
権
威
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
基
本
的
立
場
は
、
北
伐
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
た

革
命
的
状
況
の
拡
大
、
そ
こ
か
ら
生
れ
て
く
る
政
治
権
力
、
そ
の
権
力
を
支
え
る
大
衆
運
動
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
蒋
介
石
の
立
場
に
対
し
て
、
徐
謙
は
、
「
臨
時
聯
席
会
議
は
、
も
と
も
と
党
章
程
に
照
ら
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
革
命
の
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

に
立
つ
て
お
り
、
革
命
の
必
要
に
応
じ
て
組
織
さ
れ
た
」
と
主
張
し
た
。
別
の
武
漢
側
の
論
調
は
、
聯
席
会
議
が
一
九
二
七
年
一
月
の
漢
口
と
九

江
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
租
界
回
収
を
指
導
し
た
実
績
を
強
調
し
つ
つ
、
e
聯
席
会
議
参
加
の
各
委
員
は
、
中
央
党
部
・
国
民
政
府
の
「
先
発
隊
」



で
あ
つ
た
こ
と
、
⇔
中
央
党
部
・
国
民
政
府
成
立
前
に
あ
つ
て
は
、
「
先
発
隊
」
が
「
臨
機
に
重
要
政
務
を
処
理
す
る
責
任
」
を
も
つ
べ
ぎ
こ
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

⇔
聯
席
会
議
に
出
席
し
た
委
員
の
人
数
が
最
も
多
か
つ
た
こ
と
、
の
三
点
か
ら
武
漢
政
府
の
合
法
性
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
武

漢
側
の
立
場
は
、
北
伐
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
た
革
命
的
状
況
の
な
か
に
あ
つ
て
、
既
成
の
党
組
織
を
再
編
し
、
新
た
な
党
の
権
威
を
創
り
出
す

こ
と
に
よ
つ
て
、
統
一
的
党
権
力
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
て
こ
そ
、
武
漢
政
府
の
存

在
が
合
法
か
つ
正
統
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
武
漢
政
府
を
支
え
て
い
た
大
衆
運
動
も
是
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
武
漢
側
は
、
失
わ
れ
た
党
の
統
一
的
権
力
と
民
主
主
義
の
回
復
、
既
成
の
党
組
織
の
再
編
と
新
た
な
権
力
の
創
出
を
目
ざ
し
て
、
党

の
権
力
の
強
化
と
民
主
政
治
の
実
現
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
党
の
統
一
的
権
力
の
強
化
は
、
党
の
指
導
機
関
の
統
一
を
と
も
な
い
、
「
党

の
権
威
を
強
化
し
、
一
切
の
勢
力
は
党
に
属
す
」
、
「
中
国
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
を
擁
護
せ
よ
」
と
い
う
ス
・
ー
ガ
ン
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て

き
て
い
る
。
武
漢
政
府
の
容
共
政
策
の
擁
護
は
．
党
の
指
導
機
関
の
統
｝
↓
党
の
権
力
の
強
化
の
背
景
の
な
か
で
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
武
漢
側
は
、
O
党
の
権
力
の
大
小
は
、
跨
党
者
（
中
国
共
産
党
員
）
の
有
無
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
、
⇔
容
共
問
題
は
、
跨
党
の
事

実
で
は
な
く
、
革
命
工
作
に
よ
つ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
、
日
党
権
向
上
運
動
は
、
国
民
党
員
全
体
の
運
動
で
あ
つ
て
、
跨
党
問
題
に
関
連
さ
せ
る

べ
き
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
容
共
政
策
を
擁
護
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
民
主
政
治
実
現
の
要
求
は
、
封
建
勢
力
の
一
掃
、
と
く
に
反
動
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

西
山
会
議
派
の
排
除
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
武
漢
政
府
で
は
、
や
が
て
来
る
べ
き
三
中
全
会
、
注
精
衛
の
帰
国
も
、
こ
の
党
の
権
力
の
確
立
の
問
題
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
て
い
た
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

わ
ち
、
三
中
全
会
の
目
的
は
、
党
の
権
力
の
恢
復
、
向
上
、
集
中
、
統
一
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
注
精
衛
の
帰
国
に
よ
つ
て
、
彼
が
党
務
と
政
務

の
要
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
武
漢
側
は
、
依
然
と
し
て
注
精
衛
と
蒋
介
石
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
合
作
の
下
に
西
山
会
議
派
を
排
除
し
、
統
一
的
党
権
力
を
樹
立
す
る
希
望
を
棄
て
て
い
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
以
上
要
す
る
に
、
三
中
全
会
前
に
お
い
て
、
武
漢
の
国
民
党
左
派
は
、
北
伐
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
党
の
統
一
的
権
力
の
崩
壊
と
蒋
の
独
裁

　
　
　
武
漢
政
府
に
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一
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三
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七
三
）
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（
七
四
）

化
に
直
面
し
て
、
北
伐
中
の
大
衆
運
動
の
発
展
を
背
景
に
、
新
た
な
統
一
的
党
権
力
の
創
出
と
党
内
民
主
主
義
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
で
つ
ぎ
に
、
三
中
全
会
に
お
け
る
党
権
の
間
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

パパ　　　　パハパ　ハパハハハ諺醤菩葛讐£旦ヱ且推邑4！a↓

そ

こ
れ
ら
三
つ
の
法
案
の
訳
文
は
、
日
本
国
際
間
題
研
究
所
中
国
部
会
編
『
中
国
共
産
党
史
資
料
集
』
第
二
巻
、
一
九
七
一
年
、
二
二
七
ー
九
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

同
右
．
二
二
七
頁
。

同
右
、
二
四
〇
頁
。

『
広
州
民
国
日
報
』
、
一
九
二
六
・
七
・
七
。

「
従
我
椚
的
立
場
上
説
出
来
的
幾
句
話
」
ー
『
燕
塵
社
資
料
』
第
一
集
。
こ
の
社
論
は
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
、
一
九
二
七
・
二
・
二
五
－
三
二
〇
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と

孫
科
「
中
央
執
行
委
員
第
三
次
全
体
会
議
経
過
ー
在
湖
北
農
民
協
会
全
省
代
表
大
会
之
党
務
報
告
」
（
一
九
二
七
・
三
・
二
五
）
1
『
燕
塵
社
資
料
』
第
二
集
。

季
龍
（
徐
謙
の
字
）
「
恕
様
叫
倣
『
個
人
独
裁
制
』
？
」
1
一
九
二
七
・
三
・
九
『
民
国
日
報
』
1
『
燕
塵
社
資
料
』
第
一
集
。

中
国
国
民
党
国
民
革
命
軍
第
八
軍
兼
前
敵
総
指
揮
部
特
別
党
部
「
総
理
二
週
紀
念
之
宣
伝
」
（
｝
九
二
七
・
三
二
二
？
）
ー
『
燕
塵
社
資
料
』
第
一
集
．

蒋
介
石
「
在
南
昌
総
司
令
部
第
一
四
次
紀
念
週
演
説
」
（
一
九
二
七
・
二
・
二
五
）
！
『
燕
塵
社
資
料
』
第
一
集
。

徐
謙
、
前
掲
論
文
。

「
従
我
椚
的
立
場
説
出
来
的
幾
句
話
」
。

「
総
理
二
週
紀
念
之
宣
伝
」
、
「
従
我
個
的
立
場
上
説
出
来
的
幾
句
話
」
参
照
．

孫
科
、
前
掲
論
文
。

「
従
我
椚
的
立
場
上
説
出
来
的
幾
句
話
」
。

三
　
国
民
党
三
中
全
会
に
お
け
る
党
権
問
題

　
党
権
に
か
ん
し
て
、
三
中
全
会
前
に
武
漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
が
直
面
し
た
問
題
は
、
党
内
に
お
け
る
蒋
介
石
の
独
裁
権
力
の
拾
頭
に
対
抗

し
て
、
い
か
に
し
て
党
組
織
を
再
編
し
、
党
内
の
民
主
化
の
基
礎
の
上
に
立
つ
て
新
た
な
党
権
力
を
創
出
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
換
言

す
れ
ぼ
．
武
漢
の
国
民
党
左
派
は
、
一
方
で
は
、
蒋
介
石
の
軍
事
力
に
対
抗
し
つ
つ
、
他
方
で
は
、
中
共
の
指
導
す
る
大
衆
運
動
の
力
を
吸
収
し



て
、
党
権
力
を
強
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
三
中
全
会
に
持
ち
こ
さ
れ
た
。
三
中
全
会
直
後
の
『
民
国

日
報
』
社
論
は
、
党
の
直
面
す
る
課
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
一
面
で
は
、
党
の
権
威
を
高
め
、
集
中
し
、
強
化
し
、

そ
の
権
威
を
民
主
集
中
制
の
精
神
の
上
に
う
ち
立
て
、
他
面
で
は
、
本
党
の
基
礎
を
大
多
数
の
苦
痛
を
受
け
て
い
る
民
衆
の
自
由
と
解
放
の
上
に

お
き
、
本
党
の
連
ソ
・
連
共
・
農
工
の
三
大
政
策
を
確
定
し
て
、
は
じ
め
て
封
建
勢
力
を
根
本
的
に
排
除
し
、
個
人
独
裁
の
思
想
と
行
動
を
抑
制

し
、
党
の
利
益
に
危
害
を
与
え
、
党
の
統
一
意
思
を
破
壊
す
る
企
み
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
う
し
て
こ
そ
、
権
威
が
失
墜
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

絶
え
間
な
く
危
険
の
生
ま
れ
て
く
る
難
局
か
ら
本
党
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題
点

は
、
党
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
、
O
党
組
織
を
民
主
化
の
上
に
強
化
す
る
こ
と
、
⇔
蒋
介
石
の
「
個
人
独
裁
」
を
廃
止
す
る
こ
と
、
㊧
党
の
権

力
基
盤
と
し
て
の
大
衆
を
獲
得
す
る
こ
と
の
三
点
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
．
以
上
の
三
点
か
ら
、
三
中
全
会
採
択
の
諸
決
議
を
検
討
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
ま
ず
第
一
点
の
党
組
織
の
民
主
化
・
強
化
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
統
一
党
的
領
導
機
関
決
議
案
」
の
採
択
で
あ
つ
た
。
こ
の
決
議
は
、

全
国
代
表
大
会
が
党
の
「
最
高
権
力
機
関
」
で
あ
り
、
全
国
代
表
大
会
閉
会
中
は
、
中
央
執
行
委
員
会
が
党
の
権
力
機
関
で
あ
り
、
「
最
高
権
を

行
使
す
る
」
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
中
央
執
行
委
員
会
常
務
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
常
務
委
員
会
は
、
中
央
執
行
委
員

会
全
体
会
議
の
行
わ
れ
て
い
な
い
間
、
中
央
執
行
委
員
の
互
選
に
よ
る
九
人
の
委
員
か
ら
組
織
さ
れ
、
「
党
務
政
治
軍
事
に
対
し
て
最
終
議
決
権

を
行
使
す
る
」
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
全
国
代
表
大
会
は
規
約
上
年
一
回
開
催
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
党
の
重
要
事
項

処
理
の
実
質
的
権
限
は
、
中
央
執
行
委
員
会
と
そ
の
常
務
委
員
会
に
あ
つ
た
、
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
目
ま
ぐ
る
し
く

変
化
す
る
革
命
的
状
況
の
な
か
で
は
、
少
数
者
に
よ
る
迅
速
な
問
題
の
処
理
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
規
約
上
三
ヵ
月
に
一
回
召
集
さ
れ

る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
中
央
執
行
委
員
会
よ
り
も
、
常
務
委
員
会
の
間
題
処
理
の
実
質
的
権
限
は
大
き
く
、
そ
の
機
会
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
常
務
委
員
会
が
、
党
の
実
質
的
権
力
機
関
の
機
能
を
果
た
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
決
議
は
、
常
務
委
員
会
委
員
が
中
央
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執
行
委
員
会
全
体
会
議
の
互
選
に
よ
る
こ
と
を
規
定
し
つ
つ
も
．
常
務
委
員
会
主
席
の
地
位
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

主
席
の
地
位
を
廃
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
常
務
委
員
会
主
席
の
地
位
こ
そ
、
国
民
党
左
派
が
非
難
し
て
い
た
蒋
介
石
の
独
裁
化
の
党
組
織
上
の

拠
点
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
決
議
の
こ
の
規
定
は
、
党
組
織
上
の
蒋
介
石
の
地
位
を
奪
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
代
つ
て
、
党
の
ト
ッ
プ
・
レ

ヴ
ェ
ル
で
の
集
団
指
導
体
制
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
常
務
委
員
会
委
員
に
は
、
注
精
衛
、
蒋
介
石
、
諦
延
閲
、
属
顧
孟

鯨
．
孫
科
、
課
平
山
、
陳
公
博
、
徐
謙
、
呉
玉
章
の
九
人
が
選
出
さ
れ
た
．
こ
の
委
員
の
構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
蒋
介
石
以
外
は
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

武
漢
政
府
に
参
加
し
た
人
々
で
あ
り
、
蒋
は
、
結
局
四
月
一
七
日
に
除
籍
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
党
中
央
の
実
質
的
権
限
は
、
武
漢

の
国
民
党
左
派
と
中
共
に
帰
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
同
決
議
は
、
さ
ら
に
、
「
中
央
執
行
委
員
会
の
下
に
、
政
治
委
員
会
、
軍
事
委
員
会
を
設
け
る
」
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
政
治
委
員
会
は
、

「
中
央
執
行
委
員
会
の
下
に
お
け
る
最
高
政
治
指
導
機
関
で
あ
り
」
、
革
命
運
動
の
発
展
に
と
も
な
う
管
轄
地
域
の
拡
大
に
つ
れ
て
、
各
地
に
分
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。
ま
た
、
軍
事
委
員
会
の
下
に
設
け
ら
れ
た
総
政
治
部
は
、
「
軍
隊
中
の
党
務
と
政
治
工
作
に

専
任
す
る
」
機
関
で
あ
り
、
一
面
で
は
、
そ
の
日
常
の
工
作
に
お
い
て
軍
事
委
員
会
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
が
、
他
面
で
は
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

任
の
任
免
、
工
作
の
方
針
、
各
級
党
代
表
の
工
作
の
監
督
の
点
で
は
、
中
央
執
行
委
員
会
の
支
配
下
に
あ
つ
た
。
か
く
て
、
党
中
央
権
力
の
強
化

は
、
各
委
員
会
を
中
央
執
行
委
員
会
の
支
配
下
に
お
い
た
こ
と
、
実
質
的
権
力
機
関
た
る
常
務
委
員
会
の
主
席
制
を
廃
止
し
、
集
団
指
導
体
制
を

作
り
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
既
成
の
党
組
織
の
再
編
成
は
、
蒋
介
石
の
党
内
に
お
け
る
地
位
の
低
下
を
も
た

ら
す
べ
く
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
の
軍
に
対
す
る
党
の
統
制
の
強
化
の
な
か
に
一
層
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
軍
に
対
す
る
党
の
統
制
の
強
化
と
の
関
連
に
お
い
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
「
中
央
執
行
委
員
会
軍
事
委
員
会
組
織
大
綱
案
」
で
あ
る
。
軍
事

委
員
会
は
、
「
国
民
政
府
の
最
高
軍
事
行
政
機
関
」
で
あ
つ
た
が
、
中
央
執
行
委
員
会
の
管
轄
下
に
あ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
軍
事
委
員
会
お
よ
び

同
委
員
会
主
席
団
の
決
議
案
と
弁
法
は
、
中
央
執
行
委
員
会
を
「
通
過
」
し
て
は
じ
め
て
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
中
央
執
行
委
員



会
は
、
軍
事
委
員
会
を
「
選
出
」
し
、
同
委
員
会
主
席
団
な
ら
び
に
総
司
令
を
「
指
定
」
す
る
権
限
を
有
す
る
と
と
も
に
、
総
司
令
・
前
敵
総
指

揮
・
軍
長
等
の
任
免
は
、
軍
事
委
員
会
に
よ
つ
て
「
提
出
」
さ
れ
、
中
央
執
行
委
員
会
の
「
採
択
」
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
以
上
の

軍
事
委
員
会
に
対
す
る
中
央
執
行
委
員
会
優
位
の
諸
規
定
に
加
え
て
、
三
中
全
会
は
特
に
総
司
令
に
か
ん
し
て
、
「
国
民
革
命
軍
総
司
令
条
例
」
を

　
　
（
7
）

採
択
し
た
。
こ
の
条
例
は
、
軍
事
委
員
会
組
織
大
綱
に
基
い
て
国
民
政
府
が
総
司
令
を
任
命
す
る
こ
と
、
総
司
令
は
中
央
執
行
委
員
会
に
責
任
を

負
い
、
軍
事
委
員
会
委
員
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
総
司
令
に
対
す
る
中
央
執
行
委
員
会
の
支
配
と
軍
事
委
員
会
に

お
い
て
総
司
令
の
特
殊
な
地
位
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
地
位
に
あ
つ
た
蒋
介
石
の
立
場
の
弱
体
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

か
く
て
、
党
中
央
権
力
の
民
主
化
・
強
化
は
、
党
中
央
の
軍
に
対
す
る
統
制
の
強
化
、
換
言
す
れ
ば
、
蒋
介
石
ら
の
軍
事
指
導
者
の
地
位
の
相
対

的
弱
体
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
三
中
全
会
直
後
に
出
さ
れ
た
、
軍
事
委
員
会
の
将
士
に
対
す
る
訓
令
は
、
次
の
言
葉
を
も
つ
て
、
は
つ
き
り
と
軍
に
対
す
る
党
の
統
制
を
確
認

し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
革
命
の
利
益
は
、
す
な
わ
ち
民
衆
の
利
益
で
あ
る
。
党
は
民
衆
の
利
益
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
軍
事
委
員
会
は

党
の
権
力
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
党
の
権
力
は
あ
ら
ゆ
る
人
の
権
力
の
上
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
ま
た
総
司
令
の
権
力
の
上
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

る
。
こ
れ
が
武
力
を
民
衆
の
武
力
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
同
じ
く
孫
科
も
、
三
中
全
会
直
後
の
報
告
に
お
い
て
、
中
山
艦
事
件
以
来
、
党
の

指
揮
下
に
あ
る
軍
事
委
員
会
の
権
力
が
総
司
令
個
人
に
移
つ
て
し
ま
つ
た
と
い
う
過
去
の
状
況
に
鑑
み
て
、
今
回
の
軍
事
委
員
会
組
織
大
綱
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

的
は
、
「
軍
権
を
軍
事
委
員
会
の
下
に
統
一
し
、
完
全
に
党
の
指
揮
を
受
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
」
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
党
の
権
力
の
基
盤
と
し
て
の
大
衆
に
つ
い
て
、
三
中
全
会
採
択
の
「
対
全
国
人
民
宣
言
」
は
、
一
方
で
、
帝
国
主
義
に
加
え
て
、
「
国

民
政
府
統
治
区
域
内
の
一
切
の
反
革
命
勢
力
、
反
動
派
、
買
弁
、
大
地
主
、
紳
士
、
安
福
・
交
通
・
研
究
・
外
交
各
系
」
を
反
革
命
勢
力
と
し
て

設
定
し
、
他
方
で
、
労
働
者
、
農
民
お
よ
び
都
市
の
広
大
な
民
衆
を
革
命
勢
力
と
し
て
、
そ
れ
に
対
置
す
る
。
か
か
る
革
命
勢
力
の
発
展
は
、

「
国
民
革
命
の
利
益
に
反
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
国
民
革
命
の
力
を
増
大
さ
せ
る
に
足
る
」
の
で
あ
り
、
「
こ
れ
こ
そ
は
、
わ
れ
わ
れ
が

　
　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
．
確
の
党
権
に
が
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
七
七
）



　
　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
七
八
ゾ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

帝
国
主
義
と
国
内
の
反
革
命
に
打
ち
勝
つ
強
固
な
基
礎
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
、
「
対
農
民
宣
言
」
は
、
「
中
国
国
民
革
命
の
目
標
の
最
大
の
部
分
は

農
民
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
農
民
が
解
放
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
国
民
革
命
は
断
じ
て
完
成
し
得
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
農
民
解
放
の

必
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
「
長
江
下
流
お
よ
び
北
方
各
省
で
は
、
北
伐
軍
の
進
展
に
よ
つ
て
、
農
民
は
必
ず
決
起
し
て
、
革
命
擁
護
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

勢
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
革
命
運
動
に
お
け
る
農
民
の
力
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
こ
こ
を
貫
く
の
は
、
革
命
的
大
衆
運
動
の
発
展
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

革
命
政
権
の
強
化
を
も
た
ら
し
、
「
民
衆
運
動
を
緩
和
す
る
と
い
う
主
張
に
反
対
し
、
民
衆
運
動
を
充
分
に
、
か
つ
普
遍
的
に
発
展
さ
せ
る
」
と

い
う
立
場
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
大
衆
運
動
の
力
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
、
そ
れ
を
制
限
す
る
方
向
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で

あ
る
。

　
大
衆
運
動
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、
そ
れ
に
大
ぎ
な
影
響
力
を
も
つ
中
共
お
よ
び
ソ
連
と
の
関
係
に
関
連
し
て
く
る
。
三
月
二
二
日
に
採
択
さ

れ
た
「
統
一
革
命
勢
力
案
」
は
、
国
共
聯
席
会
議
の
開
催
を
呼
び
か
け
、
そ
の
場
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
諸
問
題
と
し
て
、
労
農
運
動
の
共
同

指
導
、
中
国
共
産
党
員
の
国
民
政
府
な
ら
び
に
省
政
府
へ
の
参
加
、
国
共
相
互
批
判
の
抑
制
、
国
民
党
代
表
の
コ
ミ
ソ
テ
ル
ン
ヘ
の
派
遣
、
少
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

民
族
問
題
の
処
理
を
列
挙
し
、
こ
れ
ら
諸
問
題
の
解
決
を
通
し
て
、
国
共
合
作
の
一
層
の
緊
密
化
を
目
ざ
し
て
い
た
。
こ
の
決
議
に
し
た
が
つ
て

武
漢
の
国
民
政
府
に
参
加
し
た
共
産
党
員
が
、
農
政
部
長
（
調
平
山
）
と
労
工
部
長
（
蘇
兆
徴
）
の
地
位
に
つ
い
た
こ
と
は
、
自
ら
は
大
衆
組
織
を
も

た
な
い
国
民
党
左
派
が
、
大
衆
組
織
の
支
持
を
獲
得
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
中
共
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
い
う
事
実
を
象
徴
的
に
あ

ら
わ
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
三
中
全
会
は
、
労
働
者
に
対
し
て
特
別
の
宣
言
を
発
し
て
い
な
い
の
と
は
対
照
的
に
、
農
民
に
対
し
て
は
「
対
農
民
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

言
」
と
「
農
民
問
題
決
議
案
」
を
出
し
、
農
民
問
題
の
重
要
性
を
強
調
し
た
（
以
下
、
特
別
の
註
が
な
い
か
ぎ
り
、
農
民
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
両
文
書
か

ら
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
）
。
「
宣
言
」
は
、
農
村
に
お
け
る
矛
盾
を
、
「
帝
国
主
義
、
軍
閥
、
食
官
、
汚
吏
お
よ
び
一
切
の
反
革
命
派
の
真
の
基
礎

で
あ
る
」
封
建
地
主
階
級
と
貧
農
を
中
心
と
し
た
農
民
と
の
階
級
対
立
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ
の
闘
争
に
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
「
農
民
の
指
導



す
る
民
主
的
な
郷
村
自
治
機
関
」
の
建
設
が
必
要
で
あ
り
．
こ
の
「
郷
村
自
治
機
関
」
は
、
そ
の
中
心
が
農
民
協
会
で
あ
り
、
土
地
委
員
会
を
組

織
し
て
土
地
問
題
を
解
決
す
る
と
と
も
に
、
自
衛
の
た
め
に
農
民
を
武
装
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

「
宣
言
」
は
、
農
民
革
命
の
対
象
と
し
て
の
「
封
建
地
主
階
級
」
の
な
か
に
、
後
に
間
題
に
な
つ
た
中
小
地
主
層
が
含
ま
れ
る
の
か
否
か
の
点
に

っ
い
て
、
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
。
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か
か
る
農
民
革
命
の
対
象
と
し
て
の
地
主
階
級
の
分
析
の
不
明
確
さ
は
、
そ
の
革
命
実
現
の
手
段
に
か
ん
す
る
あ
い
ま
い
さ
を
伴
つ
て
い
た
。

「
宣
言
」
は
、
「
中
国
の
農
民
問
題
の
内
容
は
貧
農
問
題
で
あ
る
」
、
「
貧
農
間
題
の
中
心
問
題
は
土
地
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
表
明
し
て

い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
党
は
、
地
主
に
対
す
る
農
民
の
「
土
地
獲
得
の
闘
争
」
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、
小
作
料
の
低
減
、
高
利
の
禁
止
、
公
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正
な
徴
税
等
の
点
で
、
小
作
農
の
経
済
闘
争
を
支
持
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
い
か
に
し
て
貧
農
は
土
地
を
獲
得
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
か
ん
し
て
、
三
中
全
会
は
、
一
面
で
は
、
農
民
の
自
治
政
権
の
樹
立
と
武
装
を
支
持
す
る
急
進
的
な
地
主
と
の
対
決
を
求
め
つ
つ
も
、
他
面
で

は
、
地
主
の
土
地
没
収
に
は
言
及
せ
ず
、
地
権
平
均
の
政
策
を
主
張
す
る
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
地
主
と
の

対
決
に
お
け
る
徹
底
性
と
そ
の
対
決
の
手
段
に
お
け
る
不
徹
底
性
と
の
矛
盾
で
あ
つ
た
。

　
か
く
て
、
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
中
央
に
お
け
る
権
力
の
民
主
化
・
強
化
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
面
で
は
、
党
を
支
え
る

軍
の
地
位
の
相
対
的
低
下
と
蒋
介
石
勢
力
の
排
除
を
、
他
面
で
は
、
そ
れ
と
は
反
比
例
的
に
、
党
を
支
え
る
大
衆
運
動
の
地
位
の
相
対
的
向
上
と

中
共
と
の
一
層
の
協
力
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
『
民
国
日
報
』
社
論
（
一
九
二
七
・
三
・
二
三
）
、
煎
初
「
党
権
運
動
与
軍
事
発
展
」
1
『
燕
塵
社
資
料
』
第
二
集
。

　
（
2
）
　
一
九
二
七
・
三
二
〇
「
統
一
党
的
領
導
機
関
決
議
案
」
ー
中
国
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
訓
練
委
員
会
編
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙
編
』
、
　
一
九
四

　
　
一
、
重
慶
、
一
七
七
ー
八
頁
。

　
（
3
）
　
上
海
満
鉄
調
査
資
料
第
一
編
『
国
民
革
命
の
現
勢
、
其
二
国
民
政
府
』
、
一
九
二
七
．
巻
末
附
表
。

　
（
4
）
　
一
九
二
七
・
三
・
＝
二
「
修
正
政
治
委
員
会
及
分
会
組
織
条
例
案
」
1
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙
編
中
、
哺
八
八
ー
九
頁
。
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（
八
○
）

　
一
九
二
七
・
三
・
一
五
「
軍
事
委
員
会
総
政
治
部
組
織
大
綱
案
」
ー
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙
編
匹
、
一
九
四
ー
六
頁
。

　
一
九
二
七
・
三
・
一
〇
「
中
央
執
行
委
員
会
軍
事
委
員
会
組
織
大
綱
案
」
ー
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙
編
』
、
一
八
九
－
九
四
頁
。

　
一
九
二
七
・
三
二
七
「
国
民
革
命
軍
総
司
令
条
例
案
」
1
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙
編
』
、
一
九
六
頁
。

　一九

二
七
・
三
・
二
九
「
中
央
軍
事
委
員
会
対
於
国
民
革
命
軍
全
体
将
士
的
訓
令
」
1
『
燕
塵
社
資
料
』
第
三
集
。

孫
科
「
中
央
執
行
委
員
第
三
次
全
体
会
議
経
過
」
（
一
九
二
七
・
三
・
二
五
）
1
『
燕
塵
社
資
料
』
第
二
集
。

　一九

二
七
・
三
二
六
「
第
二
届
中
央
執
行
委
員
会
第
三
次
全
体
会
議
宣
言
」
（
「
対
全
国
人
民
宣
言
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
1
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙

　
一
六
七
ー
七
二
頁
。

三
二
六
「
対
農
民
宣
言
」
ー
『
中
国
共
産
党
史
資
料
』
第
二
巻
、
一
九
七
一
年
、
五
二
五
－
八
頁
．

「
対
全
国
人
民
宣
言
」
。

一
九
二
七
・
三
二
三
「
統
一
革
命
勢
力
案
」
ー
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
要
決
議
案
彙
編
』
、
一
七
八
－
九
頁
。

「
対
農
民
宣
言
」
は
註
（
U
）
参
照
．
一
九
二
七
・
三
二
六
「
農
民
問
題
決
議
案
」
ー
『
中
国
国
民
党
歴
次
会
議
宣
言
及
重
一
要
決
議
案
彙
編
』
、
一
八
二
ー
六
頁
。

四
　
注
精
衛
と
郡
演
達

　
国
民
党
三
中
全
会
に
お
い
て
、
蒋
介
石
勢
力
の
排
除
と
そ
れ
に
代
る
唐
生
智
軍
へ
の
依
存
、
お
よ
び
、
大
衆
運
動
を
指
導
す
る
中
共
と
の
協
力

の
継
続
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
国
民
党
左
派
支
配
下
の
党
中
央
権
力
の
強
化
は
、
一
九
二
七
年
五
月
以
後
、
中
共
の
指
導
す
る
大
衆
運
動
の

急
進
化
と
そ
れ
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
唐
生
智
軍
の
反
共
化
の
前
に
崩
壊
し
て
い
つ
た
。
武
漢
政
府
末
期
の
党
中
央
権
力
崩
壊
の
状
況
に
つ
い

て
、
注
精
衛
は
つ
ぎ
の
事
実
を
承
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
衆
運
動
に
従
事
す
る
人
々
の
間
に
、
大
衆
に
向
つ
て
、
『
君
達
は
党
の
力
を
信

じ
る
必
要
は
な
い
。
政
府
の
力
を
信
じ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
自
分
の
力
だ
け
を
信
じ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
』
と
い
う
「
流
行
語
」
が
あ
つ
た
こ
と

　
　
（
1
）

で
あ
る
。
こ
の
党
．
政
府
と
大
衆
運
動
と
の
遊
離
の
事
実
に
つ
い
て
、
孫
科
は
よ
り
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
。
「
革
命
政
府
の
政
権
は
当
然
国

民
政
府
に
統
｝
さ
る
べ
き
も
の
で
、
断
じ
て
其
他
の
機
関
の
侵
奪
を
許
さ
な
い
。
然
る
に
こ
の
二
箇
月
（
一
九
二
七
年
五
月
か
ら
六
月
ま
で
ー
筆
者
註
）

来
の
湖
南
．
湖
北
の
状
況
を
見
る
に
、
総
工
会
及
び
農
民
協
会
は
自
由
に
逮
捕
監
禁
し
、
財
産
を
没
収
し
、
刑
罰
を
執
行
し
、
罰
金
を
課
し
た
り



し
て
居
る
。
…
…
国
民
政
府
の
外
、
更
に
工
会
・
農
会
の
政
府
あ
る
こ
と
は
、
事
実
上
国
民
政
府
の
存
在
を
否
認
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
」
の
で

（
2
）

あ
る
．
要
す
る
に
、
注
精
衛
と
孫
科
に
よ
つ
て
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
党
．
政
府
の
権
力
が
相
対
的
に
低
下
し
、
そ
れ
に
代
つ
て
労

働
者
、
農
民
の
大
衆
組
織
が
権
力
を
行
使
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
権
力
の
多
元
的
状
況
で
あ
り
、
か
か
る
多
元
化
さ
れ
た
権
力
を
統
一
し
て
い
く

権
威
の
存
在
し
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
つ
た
。

　
そ
も
そ
も
、
党
の
権
力
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
党
の
意
思
に
反
し
た
行
動
を
と
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
維
持
す
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
る
に
．
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
国
民
党
左
派
は
、
こ
の
権
力
の
維
持
を
可
能
に
す
る
最
終
的
切
り
札
と
し
て
の
物
理
的
強

制
カ
ー
大
衆
組
織
と
軍
ー
に
対
す
る
統
制
を
欠
い
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
、
彼
ら
が
そ
の
条
件
の
下
で
権
力
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
物

理
的
力
に
代
る
何
ら
か
の
擬
制
も
し
く
は
粉
飾
が
必
要
で
あ
つ
た
。
国
民
党
左
派
に
と
つ
て
は
、
革
命
的
状
況
の
な
か
で
、
相
対
立
す
る
諸
勢
力

を
操
作
す
る
技
術
が
、
一
定
の
時
期
に
は
権
力
の
擬
制
と
し
て
の
機
能
を
果
し
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
権
力
の
擬
制
は
、
物
理
的
力
が
直

接
対
決
す
る
状
況
に
あ
つ
て
は
、
容
易
に
そ
の
本
性
を
暴
露
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
党
左
派
の
権
力
は
、
大
衆
組
織
と
軍
を
統
禦
す
る
こ
と
で

は
な
く
、
実
際
に
は
二
つ
の
勢
力
に
依
存
す
る
こ
と
の
上
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
大
衆
組
織
と
軍
と
対
立
す
る
な
か
で
、
崩
壊

し
つ
つ
あ
つ
た
国
民
党
左
派
の
党
権
力
を
回
復
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
方
向
が
存
在
し
て
い
た
。

　
第
一
の
方
向
は
、
す
で
に
橘
僕
に
よ
つ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
．
「
若
し
国
民
党
（
武
漢
の
国
民
党
左
派
を
指
す
ー
筆
者
註
）
が
農
会

及
び
工
会
を
完
全
に
そ
の
政
権
下
に
帰
納
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
共
産
党
を
そ
の
政
権
に
従
属
せ
し
む
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
前
非
を
悔

い
て
発
奮
し
、
自
ら
の
努
力
に
よ
る
無
産
者
運
動
を
起
し
て
、
新
た
に
労
働
者
及
び
農
民
を
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
．
こ
れ
以
外
に
国
民
党
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3
）

の
党
権
力
又
は
政
権
の
最
高
性
を
保
障
す
る
途
は
無
い
筈
で
あ
る
。
」
し
か
し
、
武
漢
政
府
の
末
期
に
至
つ
て
、
国
民
党
左
派
が
中
共
を
服
従
さ

せ
、
急
進
化
す
る
大
衆
運
動
の
な
か
へ
入
つ
て
い
つ
て
、
自
ら
の
指
導
権
を
確
保
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
再
組
織
し
う
る
と
い
う
根
拠
も
可
能
性
も

な
か
つ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
の
こ
さ
れ
た
第
二
の
方
向
は
、
従
来
の
行
動
様
式
に
し
た
が
つ
て
、
分
裂
し
つ
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つ
あ
る
既
成
の
勢
力
、
す
な
わ
ち
、
大
衆
組
織
か
軍
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
つ
つ
、
そ
の
権
力
の
基
盤
を
選
択
し
た
勢
力
の
上
に
置
く
こ
と
で
あ

つ
た
。
そ
こ
に
あ
る
二
つ
の
可
能
性
は
、
軍
の
要
求
を
容
れ
つ
つ
、
大
衆
運
動
の
急
進
化
を
抑
制
す
る
か
、
大
衆
運
動
の
急
進
化
を
促
進
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
軍
の
反
共
化
を
抑
制
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
反
共
か
親
共
か
の
二
つ
の
道
で
あ
つ
た
。

　
以
上
の
観
点
か
ら
、
武
漢
政
府
末
期
の
国
民
党
左
派
の
党
権
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
見
る
と
．
注
精
衛
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
立

場
と
都
演
達
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
立
場
と
の
二
つ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
胡
華
は
、
す
で
に
、
一
九
二

六
年
一
月
の
国
民
党
二
全
大
会
に
お
い
て
、
宋
慶
齢
．
何
香
凝
、
都
演
達
ら
の
「
真
の
左
派
」
と
注
精
衛
、
宋
子
文
、
陳
公
博
ら
の
「
投
機
的
ニ

セ
左
派
」
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
「
真
の
左
派
」
の
立
脚
点
は
、
「
連
ソ
・
連
共
・
工
農
利
益
の
擁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

護
」
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
「
投
機
的
ニ
セ
左
派
」
の
立
脚
点
に
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
三
大
政
策
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
国
民
党
二
全
大
会
に
お
い
て
、
「
真
の
左
派
」
と
「
投
機
的
ニ
セ
左
派
」
と
の
問
に
相
違
点
が
存
在

し
た
証
拠
は
な
く
、
む
し
ろ
、
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
武
漢
政
府
時
期
に
お
い
て
で
あ
つ
た
。
事
実
、
郡
演
達
は
、
五
月
の
夏
斗
寅
、
許
克
祥
の
反

共
化
以
来
、
涯
精
衛
、
陳
公
博
、
孫
科
ら
は
動
揺
を
き
た
し
、
大
衆
運
動
の
「
行
ぎ
す
ぎ
」
に
対
し
て
否
定
的
態
度
を
と
つ
て
い
た
こ
と
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
、
批
判
的
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
武
漢
政
府
末
期
に
お
い
て
、
急
進
化
す
る
大
衆
運
動
の
評
価
に
つ
い
て
、
涯
精
衛
ら
と

郡
演
達
と
の
間
に
あ
つ
た
路
線
上
の
対
立
が
一
応
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
対
立
点
の
背
後
に
あ
る
両
者
の
見
解
の
相
違
は
明
ら
か
に
さ
れ
な

か
つ
た
．
そ
こ
で
私
は
、
e
中
国
革
命
の
性
格
、
⇔
大
衆
運
動
の
力
と
軍
の
力
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
評
価
、
㊧
そ
の
上
に
成
立
し
た
党
の
権
力
の
あ

り
方
の
三
点
か
ら
、
両
者
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
力
の
あ
り
方
の
到
達
点
を
解
明
し
て
い
こ
う
と
思

う
の
で
あ
る
。



　
　
曾
　
注
精
衛

　
注
精
衛
は
、
武
漢
政
府
末
期
の
一
九
二
七
年
六
月
末
か
ら
七
月
は
じ
め
に
か
げ
て
、
党
と
大
衆
運
動
、
党
と
軍
、
大
衆
運
動
と
軍
に
基
礎
を
お

く
党
・
国
家
権
力
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
党
与
民
衆
運
動
」
、
「
武
力
与
国
民
結
合
」
、
「
我
椚
要
建
設
忽
様
的
国
家
」
と
題
す
る
注
目

す
べ
き
著
作
を
発
表
し
た
．
私
は
、
こ
れ
ら
三
篇
を
中
心
と
し
て
、
注
精
衛
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

　
注
精
衛
は
、
現
在
世
界
に
あ
る
国
家
を
資
本
主
義
国
家
と
「
非
資
本
主
義
国
家
」
に
大
別
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
国
家
の
範
疇
の
間
で
、
第
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

問
題
点
た
る
中
国
の
進
む
べ
き
道
“
中
国
革
命
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
資
本
主
義
国
家
の
特
徴
は
、
0
少
数
資
本
家
が
国
内
の
政

治
・
経
済
上
の
権
力
を
操
縦
し
て
い
る
こ
と
、
⇔
少
数
資
本
家
は
国
の
内
外
の
民
衆
か
ら
搾
取
を
行
つ
て
お
り
、
資
本
主
義
と
帝
国
主
義
は
同
一

物
で
あ
る
こ
と
、
㊧
少
数
資
本
家
は
、
国
内
で
民
衆
の
抵
抗
に
あ
つ
た
と
き
、
時
に
は
彼
ら
を
宣
撫
す
る
が
、
国
外
の
他
民
族
の
抵
抗
に
あ
つ
た

と
き
は
、
躊
躇
な
く
彼
ら
を
武
力
で
弾
圧
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
非
資
本
主
義
国
家
」
ソ
連
の
特
徴
は
、
e
国
内
の
政
治
．

経
済
上
の
「
最
高
権
力
」
は
労
働
者
階
級
に
属
し
、
労
働
者
階
級
の
指
導
す
る
労
農
同
盟
が
国
家
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
、
⇔
「
労
農
専
政
」
か
ら

「
軍
事
共
産
時
代
」
を
経
て
「
新
経
済
政
策
の
時
代
」
に
入
り
、
「
共
産
主
義
の
最
高
目
的
」
の
達
成
を
目
ざ
し
て
い
る
こ
と
、
㊧
資
本
主
義
に
反

抗
す
る
た
め
に
、
西
方
の
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
東
方
の
被
圧
迫
民
族
と
の
連
合
戦
線
を
結
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
中
国
は
ど
ち
ら
の
道
を
歩
も
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
注
精
衛
に
よ
る
と
、
「
理
論
」
的
に
は
国
民
党
に
民
生
主
義
が
あ

り
、
「
事
実
」
の
上
で
は
「
国
民
革
命
の
主
力
軍
」
と
な
る
べ
ぎ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
の
国
民
革
命
は
、
資

本
主
義
的
な
道
を
歩
む
の
で
は
な
く
、
「
非
資
本
主
義
的
」
な
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、

中
国
革
命
が
必
ず
し
も
ソ
連
と
同
じ
道
を
進
む
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
．
そ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
「
非
資
本
主
義
的
」
道
を
歩

む
中
国
革
命
の
特
徴
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
在
精
衛
は
、
こ
こ
で
再
び
、
・
シ
ア
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
比
較
の
対
象
と
し
て
と
り
出

し
て
く
る
．
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
「
平
民
」
が
国
内
の
「
君
主
貴
族
の
支
配
勢
力
」
を
打
倒
し
、
そ
の
後
に
「
資
産
階
級
」
が
権

　
　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
八
三
）



　
　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
　
（
八
四
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力
を
奪
つ
た
の
で
あ
る
。
・
シ
7
革
命
で
も
、
ま
ず
「
無
産
階
級
」
と
「
資
産
階
級
」
が
支
配
を
争
い
、
結
局
十
月
革
命
で
「
無
産
階
級
」
が

「
資
産
階
級
」
か
ら
権
力
を
奪
つ
た
の
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
こ
と
は
．
革
命
の
対
象
が
「
既
成
の
国
内
の
支
配
勢
力
」
で
あ
つ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
と
は
区
別
さ
れ
る
中
国
革
命
の
特
徴
は
、
革
命
の
対
象
が
国
外
の
「
帝
国
主
義
」
と
そ
の
「
工
具
」
と
し
て

の
軍
閥
で
あ
る
「
国
民
革
命
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
江
精
衛
は
、
中
国
革
命
の
特
徴
を
「
非
資
本
主
義
的
」
道
を
歩

む
反
帝
国
主
義
的
「
国
民
革
命
」
で
あ
る
こ
と
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
対
内
的
矛
盾
を
対
外
的
矛
盾
に
従
属
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
中
国
革
命
の
こ
の
よ
う
な
と
ち
え
方
は
、
第
二
の
大
衆
運
動
と
軍
と
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
の
評
価
に
結
び
つ
い
て
く
る
。

　
注
精
衛
の
大
衆
運
動
と
軍
の
力
の
評
価
の
間
題
は
、
軍
の
一
層
の
反
共
化
を
招
か
な
い
た
め
に
、
大
衆
運
動
を
い
か
に
抑
制
す
る
か
と
い
う
形

で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
焦
点
は
主
と
し
て
大
衆
運
動
の
力
の
評
価
に
集
中
し
て
い
た
。

　
急
進
化
す
る
中
共
指
導
下
の
大
衆
運
動
に
対
し
て
、
武
漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
が
抑
制
的
態
度
を
と
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
は
す
で
に
簡

単
に
触
れ
て
お
い
た
。
唐
生
智
指
揮
下
の
軍
隊
の
反
共
化
の
後
、
一
九
二
七
年
六
月
一
四
日
に
武
漢
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
が
中
共
に
宛
て
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

書
簡
は
、
彼
ら
の
立
場
を
明
確
に
あ
ら
わ
し
て
い
た
。
「
農
工
大
衆
は
本
党
の
根
本
基
礎
を
な
す
」
。
「
本
党
の
農
工
運
動
の
指
導
同
志
が
往
々
本

党
の
決
議
に
基
づ
か
ず
、
或
ひ
は
本
党
決
議
を
誤
解
し
て
民
衆
を
指
導
し
て
ゐ
た
こ
と
を
認
め
る
。
か
か
る
指
導
の
錯
誤
は
、
ひ
と
り
本
党
の
組

織
を
弛
緩
す
る
の
み
な
ら
ず
、
全
体
労
農
の
利
益
を
妨
碍
す
る
も
の
で
あ
る
．
」
以
上
の
認
識
の
上
に
立
つ
て
、
国
民
党
は
、
中
共
が
そ
の
指
導

の
誤
り
を
改
め
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
e
「
武
人
の
越
権
行
動
に
は
制
裁
を
加
へ
る
」
、
⇔
「
農
民
協
会
の
小
児
病
的
行
動
に
は
糺
正
を

加
へ
る
」
、
と
い
う
二
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
国
民
党
左
派
の
方
針
は
、
一
面
で
は
大
衆
運
動
の
行

き
す
ぎ
を
抑
制
し
、
他
面
で
は
軍
の
反
共
化
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
革
命
運
動
に
お
け
る
党
の
主
導
権
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
国
民
党
左
派
の
指
導
者
と
し
て
の
注
精
衛
の
立
場
は
、
党
の
こ
の
基
本
方
針
に
沿
つ
て
考
察
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
注
精
衛
は
、
社
会
現
象
と
し
て
の
階
級
闘
争
の
存
在
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
孫
文
は
、
中
国
に
お
け
る
資
本
主
義
の
未
発
達
を
考
慮
し



て
、
民
生
主
義
に
お
げ
る
国
家
資
本
主
義
の
政
策
を
提
唱
し
た
が
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
発
達
、
階
級
闘
争
の
激
化
を
抑
え
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
た
。
か
く
て
、
「
耕
す
者
は
そ
の
田
を
有
す
」
と
い
う
主
張
は
、
「
政
治
と
法
律
で
も
つ
て
解
決
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
民
は
、
政

府
と
密
接
に
協
力
し
て
土
地
問
題
を
解
決
す
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
地
主
に
も
損
失
に
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
注
精
衛
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
地
主
の
田
を
強
奪
す
る
」
方
法
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
運
動
に
対
し
て
も
、
「
も
し
ス
ト
ラ
イ
キ
の
手
段
を
使
え
ば
、
そ
の
結
果

は
、
も
と
よ
り
帝
国
主
義
の
工
業
を
衰
退
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
、
国
内
で
は
労
働
者
の
失
業
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
は
免
れ
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
注
精
衛
は
、
武
漢
を
中
心
に
急
進
化
し
つ
つ
あ
つ
た
労
働
運
動
に
反
対
し
た
。
さ
ら
に
注
精
衛
は
、
「
近
来
店
員
が
商
店

の
管
理
を
要
求
し
た
り
、
労
働
者
が
工
場
の
管
理
を
要
求
し
た
り
す
る
も
の
が
あ
る
。
斯
や
う
な
不
合
理
な
要
求
は
、
店
主
や
工
場
主
が
承
認
し

得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
仮
令
承
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
店
員
や
労
働
者
の
管
理
が
如
何
な
る
結
果
を
斉
ら
す
か
は
、
極
め
て
明
白
で
あ
る
」
、

　
　
　
　
　
　
（
10
）

と
も
述
べ
て
い
た
．
か
く
て
、
涯
精
衛
は
、
急
進
化
す
る
労
農
運
動
を
抑
制
し
つ
つ
、
広
範
囲
に
わ
た
る
「
小
資
産
階
級
」
を
含
む
統
一
戦
線
の

結
成
を
目
ざ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
の
定
義
に
従
え
ば
、
「
独
占
的
性
質
を
帯
び
た
企
業
」
、
「
私
経
営
に
適
せ
ざ
る
大
規
模
な
企
業
」

が
「
大
資
産
階
級
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
、
「
農
村
の
地
主
」
、
「
都
市
の
商
工
業
者
」
も
「
反
革
命
に
非
ざ
る
限
り
」
、
「
小
資
産
階
級
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
軍
隊
に
つ
い
て
、
注
精
衛
は
、
「
中
国
革
命
の
軍
隊
は
革
命
的
民
衆
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
、
「
将
官
は
必
ず
し
も
（
民

衆
を
代
表
す
る
）
党
と
と
も
に
歩
む
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
軍
隊
が
真
に
国
民
の
軍
隊
に
な
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
た
。
「
軍
隊
は

決
し
て
民
衆
運
動
を
嫌
わ
ず
、
民
衆
は
決
し
て
軍
隊
を
白
眼
視
し
な
い
」
こ
と
に
よ
つ
て
、
国
民
と
軍
隊
は
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

隊
に
誤
り
が
あ
れ
ば
糾
正
し
、
－
…
民
衆
運
動
に
誤
り
が
あ
れ
ば
糾
正
」
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
涯
精
衛
の
発
言
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
彼
の
立
場
は
、
急
進
化
し
つ
つ
あ
る
大
衆
運
動
と
反
共
化
し
つ
つ
あ
る
軍
隊
を
一
定
の
限
度
内
に
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
国

民
革
命
運
動
に
対
す
る
党
の
主
導
権
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
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涯
精
衛
の
大
衆
運
動
と
軍
に
対
す
る
こ
の
立
場
は
、
他
の
国
民
党
左
派
の
指
導
者
に
よ
つ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
陳
公
博
は
、
彼

の
回
顧
的
著
作
の
な
か
で
、
階
級
闘
争
、
す
な
わ
ち
、
労
農
運
動
の
激
化
は
、
e
民
族
主
義
を
破
壊
し
、
国
民
革
命
の
危
機
を
も
た
ら
す
、
⇔
小

資
産
階
級
を
革
命
戦
線
か
ら
離
脱
さ
せ
、
社
会
の
資
本
と
生
産
力
を
減
少
さ
せ
る
、
㊧
社
会
の
多
数
の
階
級
の
相
互
敵
視
の
た
め
に
、
民
権
主
義

の
実
施
を
不
可
能
に
す
る
、
㊨
生
産
が
低
落
し
、
無
産
階
級
が
そ
の
機
能
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
、
一
面
で
は
、
国
家
資
本
を
建
設
で
き
な
く
な

る
ば
か
り
で
な
く
、
他
面
で
は
、
民
生
主
義
の
萌
芽
を
妨
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
等
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
労

働
運
動
に
つ
い
て
、
陳
公
博
は
、
劉
少
奇
に
対
し
て
警
告
を
発
し
た
と
き
に
、
「
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ラ
イ
キ
は
国
民
政
府
を
動
揺
さ
せ
る
ば
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

で
な
く
、
国
民
革
命
を
妨
害
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
農
民
運
動
に
つ
い
て
も
、
今
日
中
国
が
直
面
し
て
い
る
の
は
、
土
地
問
題
解
決
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

で
あ
り
、
国
民
党
は
暴
動
に
よ
る
土
地
没
収
を
排
し
、
「
政
治
的
方
法
を
と
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。

　
涯
精
衛
を
中
心
と
す
る
人
々
の
大
衆
運
動
の
役
割
に
対
す
る
か
か
る
認
識
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
革
命
の
反
帝
国
主
義
的
性
格
と
密
接

に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
涯
精
衛
に
よ
る
と
、
中
国
で
は
、
帝
国
主
義
の
侵
略
に
よ
つ
て
、
家
内
工

業
、
手
工
業
、
お
よ
び
、
中
国
人
の
創
設
し
た
機
械
工
業
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
こ
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
！
は
弱
体
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
；
ト
の
依
拠
す
る
基
盤
も
弱
体
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
「
な
ぜ
中
国
革
命
の
指
導
者
の
役
割
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に

属
さ
ず
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
属
す
る
と
見
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
」
注
精
衛
の
こ
の
疑
問
は
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
中
国
革
命
の
「
中
心
勢

力
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
指
導
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
党
の
指
導
の
下
に
あ
ら
ゆ

る
階
級
を
反
帝
国
主
義
的
中
国
革
命
に
動
員
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
中
国
革
命
の
対
象
は
、
帝
国
主
義
で
あ
り
、
帝
国
主
義
を
打
倒
し
よ
う
と
し
て
、
は
じ
め
て
国
民
革
命
を
完
成
で
き
る
。
ま
た
、
帝
国
主
義
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

打
倒
し
よ
う
と
思
え
ば
、
帝
国
主
義
に
圧
迫
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
民
衆
を
自
覚
さ
せ
、
連
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
そ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ

る
階
級
を
指
導
し
て
ゆ
く
党
権
力
の
役
割
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
大
衆
運
動
の
急
進
化
の
抑
制
、
中
国
革
命
に
お
け
る
あ
ら



ゆ
る
階
級
の
動
員
と
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
指
導
性
の
否
定
の
上
に
党
の
権
力
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
の
党
権
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
注
精
衛
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
党
は
、
一
切
の
帝
国
主
義
に
圧
迫
さ
れ
た
民
衆
を
基
礎

と
す
る
。
党
は
、
こ
れ
ら
民
衆
の
利
益
を
代
表
し
、
こ
れ
ら
民
衆
の
解
放
の
た
め
に
奮
闘
す
る
。
だ
か
ら
、
民
衆
が
解
放
を
欲
す
れ
ば
、
党
の
指

導
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
．
」
党
が
あ
ら
ゆ
る
反
帝
国
主
義
的
諸
階
級
の
利
益
を
代
表
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
多
階
級
的
」

　
（
蔦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

で
あ
り
、
「
農
工
扶
助
」
と
「
農
工
商
学
連
合
せ
よ
」
の
ス
p
ー
ガ
ン
は
「
同
時
に
並
行
す
」
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
注
精
衛
は
、
さ
ら
に
、
大
衆

が
反
帝
国
主
義
と
い
う
共
通
の
目
標
を
追
求
す
る
過
程
で
、
大
衆
の
内
部
に
お
い
て
利
害
の
対
立
が
発
生
し
た
場
合
を
想
定
し
、
そ
れ
ら
の
対
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

に
「
合
理
的
調
節
」
を
与
え
る
役
割
を
党
権
力
に
附
与
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
江
精
衛
に
よ
つ
て
考
え
ら
れ
た
党
の
権
力

は
、
「
多
階
級
的
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
帝
国
主
義
的
諸
階
級
の
利
益
を
代
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
諸
階
級
の
利
害
の
対
立
を
調
整
す
る
役

割
を
担
つ
て
い
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
党
権
力
の
あ
り
方
は
、
中
国
革
命
の
反
帝
国
主
義
的
性
格
、
そ
こ
か
ら
く
る
大
衆
運
動
と
軍
の
力
に
対
す

る
評
価
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
か
か
る
党
権
力
の
在
り
方
は
、
武
漢
政
府
の
崩
壊
と
と
も
に
そ
の
存
在

が
否
定
さ
れ
、
反
共
化
し
て
い
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
郡
演
達
の
立
場
を
検
討
す
る
こ
と

と
し
よ
う
。

　
　
2
　
郡
　
演
　
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
こ
の
時
期
の
郵
演
達
の
考
え
方
を
伝
え
る
資
料
は
多
く
は
な
い
。
一
九
二
七
年
四
月
上
旬
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
中
国
革
命
的
新
段
階
与

国
民
革
命
的
新
使
命
」
と
題
す
る
論
文
が
、
最
も
体
系
的
に
彼
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
論
文
を
中
心
と
し
て
、
他
の
断
片

的
資
料
を
加
え
つ
つ
、
彼
の
見
解
を
再
構
成
し
て
ゆ
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
、
第
一
の
中
国
革
命
の
性
格
に
つ
い
て
、
都
演
達
は
、
中
国
革
命
に
は
二
つ
の
対
象
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
第
一
は
、
「
帝
国
主
義
に
対
し

　
　
　
武
漢
政
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国
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八
七
　
　
　
（
八
七
）
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（
八
八
）

て
民
族
全
体
が
解
放
を
要
求
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
国
民
革
命
」
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
国
内
の
封
建
勢
力
に
対
し
て
工
農
を
連
合

し
、
そ
し
て
は
じ
め
て
封
建
的
反
動
勢
力
を
打
倒
し
、
民
主
政
治
を
作
り
出
す
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
社
会
革
命
」
で
あ
る
。
中
国
で
は
、

「
国
民
革
命
」
と
「
社
会
革
命
」
を
同
時
に
遂
行
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
「
な
ぜ
な
ら
、
中
国
は
非
常
に
立
ち
お
く
れ
て
い
る
か
ら
、
工
農
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

組
織
以
外
に
は
、
そ
の
他
の
種
類
の
社
会
的
原
動
力
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
中
国
革
命
は
、
対
外
的
に
は
帝
国
主
義
か
ら
対
内
的

に
は
封
建
勢
力
か
ら
、
労
働
者
・
農
民
を
解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
都
演
達
の
立
場
は
、
小
資
産
階
級
、
中
小
地
主

の
利
害
を
配
慮
す
る
あ
ま
り
、
社
会
革
命
に
お
け
る
対
内
的
矛
盾
を
反
帝
国
主
義
的
国
民
革
命
に
お
け
る
対
外
的
矛
盾
に
解
消
し
よ
う
と
し
て
い

た
江
精
衛
の
立
場
と
対
照
を
な
す
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
中
国
革
命
の
性
格
の
と
ら
え
方
は
、
第
二
の
大
衆
の
力
の
評
価
に
関
連
し

て
く
る
。

　
郡
演
達
は
、
中
国
革
命
を
担
う
基
礎
的
勢
力
と
し
て
農
民
・
労
働
者
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
が
、
彼
は
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
農
民
の
役

割
を
重
視
し
て
い
た
。
「
も
し
労
農
大
衆
、
特
に
広
大
な
農
民
大
衆
が
立
ち
あ
が
り
、
偉
大
な
闘
争
力
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

国
革
命
は
不
可
能
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
、
農
民
運
動
を
重
視
す
る
彼
の
態
度
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
都
演
達

は
、
「
目
前
の
農
民
運
動
は
、
農
民
が
立
ち
上
つ
て
、
土
豪
、
劣
紳
、
貧
官
、
汚
吏
を
打
倒
す
る
運
動
で
あ
り
、
民
主
主
義
の
初
期
の
表
現
に
す

ぎ
な
い
。
農
民
は
当
然
更
に
一
歩
進
ん
で
、
工
人
と
聯
合
し
、
一
般
被
圧
迫
者
と
聯
合
し
て
、
目
前
の
『
窄
取
の
社
会
秩
序
』
を
倒
崩
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

あ
る
」
と
述
べ
、
労
働
者
階
級
に
対
し
て
農
民
の
果
す
積
極
的
役
割
に
つ
い
て
語
つ
て
い
た
。
事
実
、
彼
は
、
総
政
治
部
内
に
農
民
問
題
討
論
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
設
け
、
武
漢
政
府
内
に
土
地
問
題
委
員
会
の
組
織
を
提
案
す
る
と
と
も
に
、
国
民
党
三
中
全
会
に
お
い
て
は
、
農
民
の
自
治
機
関
の
設
立
と
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

民
武
装
を
求
め
る
急
進
的
な
「
対
農
民
宣
言
」
、
「
農
民
間
題
決
議
案
」
の
起
草
に
あ
た
つ
て
、
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
党
の
基
礎
を
な
す
労
農
運
動
の
急
進
化
に
対
し
て
、
郡
演
達
は
い
か
な
る
態
度
を
と
つ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
農
民
運
動
に
つ
い
て
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
国
民
党
は
常
に
貧
農
の
地
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
農
村
内
の
農



業
労
働
者
・
小
作
農
・
半
自
作
農
及
び
自
作
農
を
組
織
し
て
、
大
地
主
拉
に
農
村
執
政
者
と
対
抗
し
つ
つ
農
村
革
命
を
実
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泌
）

こ
の
闘
争
に
於
て
．
中
小
地
主
を
中
立
の
地
位
に
立
た
し
め
、
必
要
の
際
に
そ
の
支
持
を
受
く
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
中
小
地
主
の
中
立
化
と
そ
れ
か

ら
の
支
持
の
可
否
は
別
と
し
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
郡
の
農
民
運
動
に
対
す
る
態
度
は
、
注
精
衛
の
立
場
と
の
対
比
に
お
い
て
、
貧
農
を
中
心
と

す
る
「
農
村
革
命
」
の
遂
行
を
抑
制
す
る
こ
と
で
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
労
働
運
動
の
急
進
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
彼
は
、

農
民
運
動
に
つ
い
て
程
明
確
に
意
見
を
述
べ
て
い
な
か
つ
た
が
、
大
衆
運
動
の
急
進
化
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
が
彼

の
一
貫
し
た
態
度
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
こ
の
態
度
は
、
狂
精
衛
ら
の
国
民
党
左
派
分
子
に
不
満
を
感
じ
つ
つ
、
武
漢
政
府
を
去
る

時
に
国
民
党
同
志
に
与
え
た
書
簡
の
な
か
に
、
最
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
張
作
森
に
対
し
蒋
介
石
に
対
し
討
伐
が
進
行
さ
れ
つ
つ
あ
る

今
日
、
不
思
議
に
も
中
央
執
行
委
員
会
の
態
度
に
不
幸
な
変
化
が
生
じ
た
。
…
－
先
に
は
国
民
革
命
の
為
め
に
一
切
の
革
命
的
民
衆
を
統
合
す
る

こ
と
に
熱
心
で
あ
つ
た
人
々
は
今
は
共
産
党
の
分
離
を
主
張
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
先
に
は
農
工
の
利
益
を
完
全
に
保
護
す
る
と
弁
護
し
た
人
々

は
今
は
彼
等
の
虐
殺
を
始
め
る
や
う
に
な
つ
た
。
」
「
若
し
国
民
党
が
農
工
政
策
と
土
地
問
題
と
を
承
認
す
る
意
志
が
な
い
な
ら
ば
、
結
果
は
党
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

一
切
の
革
命
的
意
義
を
失
ふ
こ
と
と
な
」
る
の
で
あ
る
。
都
演
達
の
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
非
難
の
焦
点
は
、
ま
さ
に
、
そ
れ
が
急
進
化
し
つ

つ
あ
つ
た
労
農
運
動
を
擁
護
せ
ず
、
中
共
と
の
分
裂
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
郡
の
立
場
は
、
急
進
化
す
る

革
命
情
勢
の
な
か
に
あ
つ
て
、
あ
く
ま
で
中
共
と
協
力
し
つ
つ
、
労
農
階
級
の
運
動
を
擁
護
し
、
反
帝
国
主
義
・
反
軍
閥
闘
争
を
遂
行
す
る
こ
と

で
あ
つ
た
。

　
都
演
達
の
こ
の
立
場
は
、
宋
慶
齢
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
た
。
同
じ
く
宋
も
、
国
共
分
裂
直
前
の
七
月
一
四
日
に
声
明
を
発
し
、
「
本
党
の
若
干

の
執
行
委
員
」
は
孫
文
の
意
思
と
理
想
に
背
い
た
か
ら
、
「
新
政
策
」
の
執
行
に
は
参
加
し
な
い
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、

「
若
干
の
執
行
委
員
」
は
、
孫
文
の
い
か
な
る
意
思
と
理
想
に
背
い
た
の
で
あ
ろ
5
か
．
そ
れ
は
、
「
大
衆
を
指
導
し
、
大
衆
を
強
化
す
る
」
こ
と

で
あ
つ
た
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
宋
慶
齢
は
、
武
漢
政
府
が
誤
り
を
犯
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
。
武
漢
の
一
部
の
分
子
は
、
「
中
国
千
百
万
の

　
　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
八
九
）



　
　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
九
〇
）

貧
困
の
農
民
の
苦
し
み
の
『
革
命
』
を
無
視
し
た
」
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
彼
女
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
結
論
が

導
き
出
さ
れ
る
．
「
す
べ
て
の
革
命
は
社
会
革
命
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
民
生
主
義
は
わ
れ
わ
れ
の
革
命
の
な
か
で
基
本
的
な
も
の
で
あ

り
」
、
そ
れ
は
、
労
農
階
級
の
地
位
に
か
か
わ
る
間
題
で
あ
る
。
「
こ
の
二
つ
の
階
級
は
、
わ
れ
わ
れ
が
帝
国
主
義
を
打
倒
し
、
わ
れ
わ
れ
を
奴
役

に
使
う
不
平
等
条
約
を
廃
除
し
、
有
効
に
全
国
を
統
一
す
る
闘
争
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
基
礎
で
あ
る
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く

て
、
こ
の
声
明
を
通
し
て
う
か
が
え
る
宋
慶
齢
の
立
場
は
、
反
帝
国
主
義
・
反
封
建
主
義
闘
争
の
基
礎
と
し
て
、
あ
く
ま
で
労
農
運
動
を
支
持
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

る
こ
と
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
郡
演
達
の
立
場
に
通
じ
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
党
の
権
力
の
あ
り
方
に
か
ん
す
る
郡
演
達
の
見
解
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
の
な
か
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
革
命

情
勢
が
急
進
化
す
る
な
か
で
、
党
の
権
力
は
、
帝
国
主
義
と
封
建
主
義
勢
力
に
対
し
て
、
労
農
階
級
の
運
動
を
組
織
し
、
支
持
す
る
こ
と
の
な
か

に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
急
進
化
す
る
労
農
運
動
を
抑
制
す
る
も
の
で
な
い
が
ゆ
え
に
、
注
精
衛
の
場
合
の
よ
う
に
、
各
階
級
間
の
利
害

対
立
の
「
合
理
的
調
節
」
機
能
を
必
要
と
し
な
か
つ
た
。
党
権
力
の
機
能
は
、
ま
さ
に
大
衆
運
動
を
急
進
化
す
る
こ
と
の
な
か
に
あ
つ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
立
場
を
貫
く
か
ぎ
り
、
労
農
大
衆
の
な
か
に
自
ら
の
組
織
的
基
盤
を
も
た
な
い
都
演
達
は
、
中
共
の
指
導
す
る
労
農
組

織
の
上
に
乗
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
こ
こ
に
、
彼
を
し
て
親
共
的
態
度
に
追
い
や
つ
た
原
因
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
注
精
衛
「
党
与
民
衆
運
動
」
（
一
九
二
七
・
七
・
五
）
1
『
涯
精
衛
集
』
巻
三
、
一
九
三
〇
、
上
海
、
一
三
九
頁
。

（
2
）
　
一
九
二
七
年
六
月
二
〇
日
頃
発
表
し
、
七
月
八
日
の
『
農
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
孫
科
の
論
文
i
本
論
文
は
原
文
に
あ
た
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
つ
た
の
で
、

分
裂
」
1
『
中
国
研
究
ー
橘
僕
著
作
集
』
第
一
巻
、
一
九
六
六
年
、
六
一
二
頁
か
ら
再
引
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。

パ　　　ハ　ハ 　

76543

橘
僕
「
国
民
党
の
再

橘
僕
、
前
掲
論
文
、
六
一
二
頁
。

胡
華
編
著
『
中
国
新
民
主
主
義
革
命
史
（
初
稿
）
』
、
修
訂
本
、
一
九
五
三
、
北
京
、
七
三
頁
。

楊
逸
業
「
郡
演
達
先
生
伝
略
」
ー
『
郡
演
達
先
生
遣
著
』
、
一
九
四
九
、
香
港
、
一
九
頁
。

以
下
、
注
精
衛
の
中
国
革
命
の
性
格
に
か
ん
す
る
議
論
は
、
「
我
個
要
建
設
忠
様
的
国
家
」
（
一
九
二
七
・
七
・
七
）
ー
『
注
精
衛
集
』
巻
三
、
一
四
五
ー
九
頁
に
よ
る
。

「
中
国
国
民
党
中
央
執
行
委
員
会
よ
り
共
産
党
に
致
す
の
書
」
（
一
九
二
七
・
六
・
一
四
）
t
鈴
江
言
一
『
中
国
解
放
闘
争
史
』
、
一
九
五
三
年
、
二
三
六
！
七
頁
。
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あ
る
前
後
の
日
付
か
ら
、

（
19
）

（
2
0
）

（
2
1
）応

注
意
的
是
什
公
」

さ
れ
て
い
る

　　　　　　　　　　　　　
26　25　24　23　22
〉　　）　　）　　）　　）

注
精
衛
「
党
与
民
衆
運
動
」
、
一
四
一
、
一
四
三
頁
．

注
精
衛
「
我
個
要
建
設
偲
様
的
国
家
」
、
一
五
二
頁
。

一
九
二
七
年
六
月
四
日
付
『
大
公
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
狂
精
衛
の
演
説
－
橘
撲
『
中
国
革
命
史
論
』
、
一
九
五
〇
年
、
七
六
頁
。

同
右
、
七
五
頁
．

注
精
衛
「
武
力
与
国
民
結
合
」
（
一
九
二
七
・
六
・
三
〇
）
ー
『
注
精
衛
集
』
巻
三
、
一
三
七
－
八
頁
。

陳
公
博
「
我
与
共
産
党
」
1
『
陳
公
博
周
仏
海
回
憶
録
合
編
』
、
一
九
六
七
、
香
港
、
六
八
、
七
〇
、
七
四
頁
。

注
精
衛
「
我
椚
要
建
設
偲
様
的
国
家
」
、
一
五
二
⊥
二
頁
。

狂
精
衛
「
党
与
民
衆
運
動
」
、
一
三
九
、
一
四
四
頁
。

注
精
衛
「
我
椚
要
建
設
悠
様
的
国
家
」
、
一
五
三
頁
。

注
精
衛
「
党
与
民
衆
運
動
」
、
一
四
二
頁
。

こ
の
論
文
は
、
『
燕
塵
社
資
料
』
第
三
集
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
お
り
．
日
付
は
な
い
が
、
北
伐
軍
に
よ
る
上
海
と
南
京
の
占
領
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
．
切
り
ぬ
き
の
は
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
私
は
、
四
月
上
旬
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
。

郡
演
達
「
中
国
革
命
的
新
段
階
与
国
民
革
命
的
新
使
命
」
1
『
燕
塵
社
資
料
』
第
三
集
。

同
右
．

郡
演
達
「
現
在
諸
君
の
注
意
す
べ
ぎ
こ
と
は
何
で
あ
る
か
？
」
1
佐
藤
俊
三
『
支
那
の
国
内
闘
争
』
、
一
九
四
一
年
、
一
四
四
頁
。
本
書
の
伝
え
る
題
名
は
、
多
分
「
我
椚
現
在

　
　
　
　
　
　
（
「
現
在
我
々
の
注
意
す
べ
き
こ
と
は
何
で
あ
る
か
」
）
の
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
著
作
は
、
一
九
二
六
年
冬
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認

　
　
　
（
陳
卓
凡
、
楊
逸
業
「
重
印
郡
演
達
先
生
先
生
遺
著
序
言
」
1
『
郡
演
達
先
生
遺
著
』
、
一
頁
）
。

楊
逸
業
、
前
掲
論
文
、
一
八
頁
。

『
燕
塵
社
資
料
』
第
二
集
の
中
の
「
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
之
第
五
日
」
、
「
中
央
執
行
委
員
会
全
体
会
議
延
会
一
日
」
と
題
す
る
新
聞
記
事
。

中
央
農
民
講
習
所
卒
業
式
に
お
け
る
都
演
達
の
演
説
（
一
九
二
七
・
七
・
九
の
『
農
報
』
に
掲
載
さ
れ
る
）
1
橘
僕
『
中
国
研
究
』
、
六
二
二
頁
。

郵
演
達
「
国
民
党
同
志
へ
の
告
別
」
（
一
九
二
七
・
七
・
一
二
）
ー
高
久
肇
『
国
民
革
命
の
現
勢
其
一
』
、
上
海
満
鉄
調
査
資
料
第
三
編
　
一
九
二
七
年
、
一
九
八
！
九
頁
。

宋
慶
齢
「
為
抗
議
違
反
孫
中
山
的
革
命
原
則
和
政
策
的
声
明
」
（
一
九
二
七
・
七
・
一
四
）
ー
『
宋
慶
齢
選
集
』
、
一
九
六
七
、
香
港
、
一
八
－
二
二
頁
。

五
　
結

語

私
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
以
下
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察

軍
と
大
衆
運
動
の
な
か
に
組
織
的
基
盤
を
欠
く
武
漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
（
九
一
）



　
　
　
武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
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か
ん
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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（
九
二
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国
民
革
命
に
お
け
る
指
導
権
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
軍
と
大
衆
運
動
を
統
合
し
て
い
く
統
一
的
党
権
力
が
必
要
で
あ
つ
た
。
こ
の
統
一

的
党
権
力
を
創
造
・
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
、
武
漢
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
直
面
し
た
最
大
の
課
題
で
あ
つ
た
。

　
国
民
革
命
軍
の
北
伐
が
進
展
す
る
過
程
で
、
蒋
介
石
の
権
力
の
独
裁
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
統
一
的
党
権
力
の
崩
壊
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
か
か

る
状
況
の
な
か
に
あ
つ
て
、
国
民
党
左
派
が
目
ざ
し
た
こ
と
は
、
北
伐
に
よ
つ
て
解
放
さ
れ
た
大
衆
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
武
漢
政
府
に
吸
収
し

つ
つ
、
党
内
民
主
化
の
基
礎
の
上
に
立
つ
て
、
新
た
な
統
一
的
党
権
力
を
創
出
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
課
題
は
、
一
九
二
七
年
三
月
に
武
漢
で
開
催
さ
れ
た
国
民
党
三
中
全
会
に
お
い
て
ひ
と
ま
ず
実
現
さ
れ
た
。
三
中
全
会
の
諸
決
議
は
、
武

漢
政
府
内
の
国
民
党
左
派
の
党
中
央
に
お
け
る
権
力
の
民
主
化
と
強
化
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
党
を
支
え
る
軍
の
地
位
の
相
対
的
低
下
と
蒋
介
石

勢
力
の
排
除
、
そ
れ
に
代
る
唐
生
智
軍
の
拾
頭
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
は
反
比
例
的
に
、
党
を
支
え
る
大
衆
運
動
の
地
位
の
相
対
的
向
上
と
中
共
と

の
一
層
の
協
力
を
も
た
ら
し
た
。

　
し
か
し
、
一
九
二
七
年
五
月
以
後
、
党
を
支
え
る
軍
隊
と
大
衆
組
織
を
指
導
す
る
中
共
と
の
対
立
の
な
か
で
、
国
民
党
左
派
の
担
つ
て
い
た
統

一
的
党
権
力
は
崩
壊
し
て
い
つ
た
。
こ
の
過
程
で
、
党
権
力
の
在
り
方
に
か
ん
し
て
、
国
民
党
左
派
の
内
部
に
は
、
二
つ
の
異
つ
た
立
場
が
生
れ

て
き
た
。
江
精
衛
と
都
演
達
は
こ
の
二
つ
の
立
場
を
代
表
す
る
。
注
精
衛
は
、
中
国
革
命
の
性
格
を
反
帝
国
主
義
的
国
民
革
命
と
規
定
し
、
あ
ら

ゆ
る
反
帝
国
主
義
的
諸
階
級
の
国
民
革
命
へ
の
参
加
を
主
張
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
国
民
革
命
の
党
は
「
多
階
級
的
」
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
、

諸
階
級
の
利
害
の
「
合
理
的
調
節
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
注
精
衛
は
、
一
方
で
は
．
急
進
化
す
る
労
農
運
動
を
抑
制

し
、
他
方
で
は
、
軍
の
反
共
化
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
党
の
指
導
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
現
実
の
労
農
運
動
の
急
進
化
の
前

に
、
彼
は
軍
と
の
結
合
“
反
共
化
の
道
を
選
ば
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
郡
演
達
は
、
中
国
革
命
の
性
格
を
．
反
帝
国
主
義
的
国
民
革
命

と
反
封
建
主
義
的
社
会
革
命
の
二
面
性
を
も
つ
も
の
と
規
定
し
た
。
そ
こ
で
は
、
労
働
者
・
農
民
大
衆
の
解
放
を
目
ざ
す
社
会
革
命
の
遂
行
が
、

国
民
革
命
の
達
成
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
結
合
し
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
、
党
の
権
力
は
、
労
農
階
級
を
中
心
と
す
る
大
衆
的
基
礎
の
上
に
あ



魁
り
、

て
、

そ
の
機
能
は
、
大
衆
運
動
を
徹
底
的
に
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
か
か
る
観
点
か
ら
、

急
進
化
す
る
大
衆
運
動
を
支
持
し
、
親
共
化
の
道
を
選
ん
で
い
つ
た
の
で
あ
る
。

郵
演
達
は
、
あ
く
ま
で
軍
の
反
共
化
に
対
抗
し

（
一
九
七
一
・
九
・
二
七
）

武
漢
政
府
に
お
け
る
国
民
党
左
派
の
党
権
に
か
ん
す
る
一
考
察

九
三

、
九
三
）


